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１．議事日程 

   （平成１６年第４回安芸高田市議会１２月定例会第８日目） 

 

平成１６年１２月２０日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

於 安 芸 高 田 市 議 場 
 
日 程 第 １   会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２   一般質問 
  
 
２．出席議員は次のとおりである。（２２名） 

        １番         明 木 一 悦          ２番     秋 田 雅 朝 

        ３番     田 中 常 洋          ４番     加 藤 英 伸 

        ５番     小 野 剛 世          ６番     川 角 一 郎 

        ７番     塚 本  近          ８番     赤 川 三 郎 

９番     松 村 ユ キ ミ    １０番     熊 高 昌 三 

   １１番     青 原 敏 治    １２番     金 行 哲 昭 

      １３番         杉 原  洋    １４番     入 本 和 男 

      １５番     山 本 三 郎    １６番     今 村 義 照 

   １７番     玉 川 祐 光    １８番     岡 田 正 信 

   １９番     渡 辺 義 則    ２０番     亀 岡  等 

   ２１番     藤 井 昌 之    ２２番     松 浦 利 貞 

 

   ３．欠席議員は次のとおりである。（なし） 

    

 



 80

 

   ４．会議録署名議員 

       １１番     青  原  敏  治    １２番        金  行  哲  昭 

 
 

   ５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２０名） 

市     長    児 玉 更太郎     助     役    増 元 正 信 

収 入 役    藤 川 幸 典             参 事    小 野  豊      

総 務 部 長    新 川 文 雄     自治振興部長    田 丸 孝 二 

市 民 部 長    廣 政 克 行   
福祉保健部長兼

福祉事務所長 福 田 美 恵 子 

産業振興部長    清 水  盤     
建設部長   

兼公営企業部長    金 岡 英 雄 

教 育 長    佐 藤  勝   教 育 次 長    杉 山 俊 之      

消 防 長    村 上  紘     八千代支所長    平 下 和 夫 

美土里支所長    立 川 堯 彦     高 宮 支 所 長    猪 掛 智 則 

甲 田 支 所 長    武 添 吉 丸     向 原 支 所 長    益 田 博 志 

総 務 課 長    高 杉 和 義     財 政 課 長    垣 野 内  壮 

 
 

   ６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（５名） 

   事 務 局 長  増 本 義 宣   事 務 局 次 長    光 下 正 則 

議事調査係長  児 玉 竹 丸   書 記  国 岡 浩 祐 

書 記    倉 田 英 治 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

◯松 浦 議 長   おはようございます。 

定刻になりましたので、ただ今の出席議員は２２名であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配布したとおりであります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１  会議録署名議員の指名 

◯松 浦 議 長   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により、議長において、１

１番青原敏治君、１２番金行哲昭君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２  一般質問 

◯松 浦 議 長   日程第２、一般質問を行います。 

一般質問の順序は通告順といたし、持ち時間は設けず、会議規則のとお

り３回までといたしますので予めご承知おき下さい。 

それでは質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   おはようございます。１番、明木一悦です。安芸高田市が誕生し、既に

１０ヵ月が経ちました。そして、市議会議員選も終わり、また新たな始ま

りだと感じています。そしてまた、新しく選ばれた議員としてこれから議

会の運営、新しい心で取り組んでいく必要があるのではないかと感じてお

ります。 

それでは、通告に基づき大枠４項目について質問いたします。平成１７

年度の予算編成についてであります。厳しい財政の中で、平成１７年度予

算構成は、各部署におきましても大変な作業と思われます。国による三位

一体改革の全体像が見えてきた今、義務教育費の国庫負担や、国民保険の

地方への権限委譲など、地方における行政負担が将来的に増えることは、

市民の負担増や行政サービス低下を招く可能性が非常に大きいと考えら

れます。安芸高田市におきましても、これからの財源確保等大変な中で、

平成１７年度予算編成は大変厳しい状況にあるのではないかと推測され

ます。そのような財政状況の中で、平成１７年度予算編成にあたり、骨格

となる最重要施策とそれに取り組むための課題であると考えられます財

源確保に、どのような取り組みをされようとされているのか市長にお伺い

いたします。 

これまでも、借金を減らす、また合併特例債をはじめとする膨大なお金、

行財政による本市における経済の活性化、地域経済効果の拡大を求め、そ

の効果による自己財源力の強化と財政力指数の向上を求めてきましたが、

平成１７年度の予算編成がもたらす本市における経済効果をどれくらい

考えられているのか。予算編成、その計画の段階で少しなりとも考えられ

ると思われますが、確かに全体の予算編成においては、人件費や借金の返
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済などが重くのしかかってきています。その中におきまして、安芸高田市

としてどれくらいの平成１７年度における経済成長率を目指しているの

か市長にお伺いいたします。 

続きまして、男女共同参画社会についてお伺いいたします。安芸高田市

放課後児童健全育成事業運営要綱が設置されていますが、これは子育て支

援における男女共同参画社会の形成に向けた取り組みの一環として捉え

ることができるのではないかと考えますが、市長はこの要綱に対してどの

ようなお考えになられますか伺います。この要綱の内容を見ますと、本市

における社会環境に基づき設置された内容であると思えない部分があり

ます。それは、対象児童の年齢、高学年が含まれていないところや実施時

間などですが、市長はこのあたりはどのようにお考えでしょうか。また、

この要綱にあります放課後児童健全育成事業運営委員会の組織では、どの

ような活動をされているのか。また、なぜこの委員会には当事者である児

童クラブや児童館の保護者会や管理者が含まれていなくて、当事者の要望

がどれだけ聞き入れられた本当の意味での協働な運営がなされているの

でしょうか、お伺いいたします。 

続いて本市の職員及び市内事業主への職場環境づくりの研修会などの

取り組みが必要であると思い、質問いたします。平成１１年に改正された

男女雇用機会均等法が実施されて久しいですが、まだまだ本市職員内、ま

た、市内の民間企業においてはこれに対する取り組みがまだまだ遅れてい

るのではないかということが感じられます。例えば、まだまだ管理者には

男性が多く女性はお茶酌みのような立場の雇用が多いのではないかと感

じられます。それは、まだまだ改正男女雇用均等法が活かされていないこ

とではないでしょうか。安芸高田市は中山間地という地域的な環境、まだ

まだ閉鎖的な環境にあるのかもしれませんが、これから取り組まれていく

男女共同参画基本計画策定においても、やはりこれらの認識を、まず内部

職員から持たせ、そしてまた市民に対しての啓発運動を進めていくことが

大事ではないでしょうか。やはり民間事業主に対しても、研修会を開催す

るなど啓発運動を行い、これからの男女共同参画社会策定計画にあたって

それらが必要ではないかと思います。男女共同参画社会を大きく形成する

にあたっての取り組みの一環として、職場の環境づくりをテーマとしたよ

うな研修会のような取り組みは行われないのかお伺いします。 

大枠３番目になりますが、ネットワーク整備についてお伺いいたします。

地上波放送のデジタル化による難視聴覚地域対策として早急なる対策が

必要でありますが、現時点における計画はどのようになっているのでしょ

うか。２０１１年より全面開始される地上波デジタル放送は、市民家庭生

活における最大の娯楽であるテレビに大きな影響を与えます。第一に現在

家庭にあるテレビが全く放送が見れなくなるわけですから、２０１１年以

降テレビ放送を見るためにはテレビの新規購入をするとか、もしくは現在

開発途上であります変換機等の取り付けが必要になってきます。しかしな

がら、これはすべて国の施策であり市民に負担がかかるわけですが、今後
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これらに対する補助金制度の検討は行われますでしょうか。また、テレビ

信号の変更に伴い、県内各地のテレビアンテナ数が減少され難視聴覚地域

が拡大することが間違いありません。今後どのような対応がされようとし

ているのか、今後の計画についてお伺いいたします。 

続いて高速通信網の整備が市内各地において求められていますが、今後

どのような対策でいつ頃から対応されているのかという問題です。２１世

紀のグローバル社会における農業、商業、工業など産業基盤を支えるもの

がこれからの情報ネットワーク、高速情報通信網であります。いわゆる情

報インフラ整備が必要ではないかと考えます。現在、市内において民間企

業によるＡＤＳＬなどのインフラ整備がおこなわれていますが、基地局よ

り離れた小集落地域などには、民間での対応が非常に難しく遅れが生じて

おります。また、ご承知でありますように向原、八千代町には有線放送が

なく現在、吉田、美土里、高宮、甲田町を結ぶ有線放送は老朽化もしてお

ります。将来的な対応が求められておりますが、既にこのことについては

以前から問題視をし、何度も執行部の対応について確認をして参りました。

現在、市内各地において求めています高速情報通信網の整備が、今後どの

ようにおこなわれていくか。現在どのような計画を持ち、いつ頃から対応

されていこうとしているかお伺いいたします。 

大枠４項目目の道路整備についてお伺いします。生活道の整備の今後の

対応についてですが、今年は新潟における地震をはじめ、日本各地におけ

る災害の多い年でありました。災害におかれました地域についてはこの場

を借りてお見舞いを申し上げます。 

さて、ダイオキシンなどによる地球温暖化、地球環境の変化による異常

気象や、いろいろな環境の変化がもたらす災害が各地に大きな被害をもた

らしています。本市におきましても、いつこのような災害が訪れるかわか

りません。災害が起きた時、まず必要なものが通信網の確保であり、交通

網の確保でないでしょうか。例えば県道が遮断された場合、迂回路がない

向原町の長田には救急車など入れない場所があります。それは、甲田町の

上小原地域にも言えることでしょう。また、土砂災害指定地区にもありま

す国道５４線の側道的な役割を持つ柳原線のような道、そのような道の整

備が早急に必要ではないかと考えられます。幹線道路として、生活道路と

して、通学路として、子どもや高齢者の生活に大きな役割を果たしていま

すこのような道路の整備。現在自動車社会の環境の中で、やはり守らなく

てはならないのは弱者である歩行者でないでしょうか。私も選挙戦の間を

とおして自転車で市内を走りました。自分の足で走ってみて初めて分かる

ことがどれだけ危険かということです。車に乗っていては分からない場所

がたくさんありました。甲田町においても県道１７９号線、県道３７号線、

県道２１２号線など歩道のない箇所がたくさんあります。これらは甲田町

政時代から早急なる対応を求められていますが、本市としてどのように対

応されるかお伺いいたします。 

以上、私の質問は終わります。なお、答弁の内容によっては自席にて再
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質問をさせていただきます。 

◯松 浦 議 長  ただ今の質問に対し、答弁を許します。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   ただ今の明木議員のご質問にお答えをいたします。まず、平成１７年度

の予算編成についてでございます。現在、各部で積み上げを実施しており、

来年早々からヒアリングを実施して参りますが、当市におきましても他市

と同様に一般財源の確保が非常に難しい状況になっております。ご存知の

ように国の三位一体改革に伴いまして、税源移譲、国庫補助金、負担金の

削減、交付税制度の改革が進められております。しかし現段階では国庫補

助金、負担金の削減と比較して、地方への税源移譲の不足が起こってくる

のが予想をされます。このような状況ではございますが、限りある財源を

最大限効率的かつ有効に活用し、平成１７年度の最重点施策でございます

第２庁舎及び市民センター的な総合文化福祉施設の整備、現在建設を進め

ております特別養護老人ホーム。また新市建設計画に掲げております葬斎

場の整備等につきましては、合併特例債という特別の起債が許可される状

況にございますので、それを有効に利用して進めていきたいと、このよう

に考えておりまして、昨日の新聞にもございますように、交付税は１６兆

９千億という大体方向が国で決まったようでございます。これは、ほぼ昨

年と同じ交付税というような状況であるようでございますが、その内容に

ついてはまだ国の方針が決まったというだけで、まだ県にも詳細は来てお

りませず、また県からも各市町村へその内容がまだ伝わって来る段階でご

ざいませんので、我々としては情報をまだ掴んでおらないと、こういう状

況ではございますが、この交付税が昨年と同じとは言いながら、昨年まで

ものすごい勢いで減ってきたと、こういうことでございますし、安芸高田

市の財源の中でも３分の１強占めておる交付税でございますので、これの

状況、また補助金の状況によってこの予算組みの様相はかなり変わってく

るというように、我々は考えております。 

次に、平成１７年の予算の経済効果というお尋ねでございますが、予算

執行を伴います各種の事業の実施にあたりましては、高度な専門的な技術

を要します特殊な事業発注は別にいたしまして、旧町時代から引き続き実

施しております、比較的小規模な事業につきましては、本市の地域性等を

考慮して事業展開を図って参りたいと考えております。ただし、その財源

は、市民の皆さんからお預かりをしております貴重な財源でございますか

ら、充当いたします事業の必要性、事業効果を十分に検討いたし、本市内

に経済的波及効果をもたらすものとなりますよう、努めて参りたいと考え

ております。 

また、事業の遂行にあたりましては、完成後の施設を直接利用されます

市民の皆さん方に、より大きな利便性と経済効果がもたらされますように、

事業の展開に努めて参りたいと思います。 

次に男女共同参画の問題でございます。本市におきましては、男女共同

参画社会の実現を目指しまして、講演会や研修会の開催、広報媒体の活用

など、また市内の各種団体が市民を対象として啓発事業を展開しており、
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平成１７年度末を目標に男女共同参画推進プランの策定を、現在進めてお

るところでございます。お尋ねいただきました児童クラブの運営と、男女

共同参画社会の実現につきましては、子育ての支援策としての児童クラブ

の運営に関しまして、保護者の勤務始業時間と児童クラブの開始時間の関

係かと思われます。このことにつきましては、実際に早朝の受け入れを希

望される児童数、また指導員など受け入れ態勢の整備などにつきまして、

今後の課題として十分検討して参りたいと考えております。 

次に、本市及び市内事業所への職場環境づくり研修というお尋ねでござ

いますが、本市職員につきましては今後助役を本部長として、各部長、支

所長で構成します安芸高田市男女共同参画推進本部を設置いたし、また関

係係長で構成します幹事会を発足して、男女共同参画に関する行政施策の

総合的な推進、調整を行うとともに、推進本部主催による全職員を対象と

した研修会の実施を目指して計画を検討して参りたいと思います。 

また市内事業主への取り組みにつきましては、プランの策定に併せて、

市内医療機関、福祉団体及び各種事業所などを対象に、男女共同参画社会

の実現を目指した職場環境づくりを盛り込んだ、人権啓発学習会の実施も

検討して参りたいと考えております。 

次にネットワーク整備についてでございます。まず地上波放送デジタル

化に伴います難視聴地域対策についてのお尋ねでございます。地上波デジ

タル放送は、国策として平成２３年７月２４日までにアナログ放送から全

てを切り替えることが決定をされており、この決定に基づいて、既に平成

１５年１２月から東京など大都市では本放送が開始され、広島県では平成

１８年１０月から、広島市及び廿日市市を中心に５０万所帯、県内全世帯

の４５.５％をカバーする放送が開始される予定になっております。一方

県内の中継基地は、当初は２０局程度しか整備されないように課され、本

市内には相当の難視聴区域が発生するものと危惧しておりましたが、過日、

総務省の中国通信局からの説明では、県内には中継親局を９局順次整備し、

現在のアナログ中継基地へデジタル放送用の中継基地を設置するととも

に、新たな難視聴地域が発生しないよう、民間放送各局とも中継基地局の

設置を指導しているとのことでございましたことから、本市におきまして

は現状程度の受信状況は確保されるものと考えております。なお、現在共

聴アンテナによって対応されている地域につきましては、アンテナの回収

等が必要になる場合には、国等へ助成制度の拡充を求めて参りたいと考え

ております。 

次に、情報通信網の整備でございますが、現在自設の光ファイバー網の

構築による超高速通信網の整備と、ケーブルテレビの導入、無線アクセス

の有効性と確保される機能及び民間通信サービス事業者によるインフラ

の整備と、サービスの導入等について調査を行い、それぞれの通信サービ

スの特徴、概算事業費及び運営方法について一定の整理をしているところ

でございます。今年度内にはこうした方法の整理を行い、平成１７年にお

いて地域情報化計画の策定を行いたいと考えております。この計画につき
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ましてはラストワンマイルの解決に向けた整備手法、運営手法を決定いた

しますとともに、電子自治体の構築へ向けた行政、防災、福祉、教育及び

文化施設など多面的な利用を盛り込むこととしており、この計画を受けて

具体化への取り組みをして参りたいと考えております。しかし、何分莫大

な予算がかかるわけでございます。先日も三次の記事が新聞へ出ておりま

したが、三次はＣＡＴＶというようなかたちでの整備を考えておるようで

ございますが、三次はかなり現在進んでおっても、今後やはり４４億の事

業費がかかると、こういうような積算も出ておるようでございまして、安

芸高田市も莫大なやはり財政負担の中でこれをどのように解決するかと、

こういう問題。いろいろたくさんの課題がある中で、どれを優先していく

かという選択を迫られる時期であろうと、このように考えております。 

次に道路整備のお尋ねでございます。生活道路整備についてのご質問で

ございますが、生活道路については、主に市道、農道及び私道的な道路と

大別をされます。ご承知のように市道は道路法に基づき市が管理を行うも

ので、合併時の総延長が８１５キロの内、規格改良済み延長は５７％、ま

た舗装状況につきましては簡易舗装を含む舗装済み延長が８６％になっ

ており、旧町において幹線市道につきましては概ね整備されていると思わ

れますが、今後は旧町から引き継ぎました継続事業及び新市建設計画に掲

げられます路線から、順次整備を行って参りたいと考えております。 

近年道路予算が縮減される見通しの中で、コスト縮減対策による計画の

見直しを行いながら、限られた予算の中で改良率の向上を図るよう考えて

おり、未改良区間についても道路維持と併せて部分改良を含む整備に対応

して参りたいと考えております。今後の課題といたしましては、これまで

旧町内での完結型の道路整備計画でございましたが、現在計画中の上位路

線等との整合性を図りながら、旧町間を結ぶ整備計画の見直し等について

も着手をして参りたいと考えております。 

ほ場整備事業の完了区域につきましては、一定の農道整備が既に図られ

ておるわけでございます。農道につきましては、受益者の皆さんの調整も

ございますが、生産基盤の根幹をなすほ場整備事業と併せて農道整備を行

うことが、最も効率的かつ合理的と考えております。実施可能な地域にお

きましては、今後とも生活道の整備と合わせまして、生活環境の向上を図

って参りたいと考えております。 

また、私道的な道路につきましては、旧町において助成制度の有無によ

って整備水準に格差があると認識しており、旧町間の格差是正を図ること

が急務であることから、一定の用件による舗装整備を対象とした政策的な

助成制度を行うこととしております。また、本定例会で生活道舗装補助金

として３００万円の補正予算の議決をいただいたところでございます。今

後とも、事業及び施策の成果を見極めながら、日常生活に欠かせない生活

道路整備に努めて参りたいと考えておりますので、一層のご理解を賜りた

いと思います。 

以上、お答えをさせていただきましたが、また後ほどそれぞれ関係部長
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の方から、再質問がございましたら詳しい説明をさせていただきたいと、

このように考えております。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   答弁を終わります。１番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   まず、今答弁をいただきました中でですね、道路整備についてなんです

けど、先ほども質問いたしましたけど、甲田町内の県道についてですね、

ほ場整備が遅れてるという問題がありまして、例えばですね、ご存知かど

うかわかりませんけど、県道３７号線の上小原と向原境のところにおきま

してはですね、昨年度において５件の事故がありまして、その中に死亡事

故も入っております。民間住宅の前の方にですね、もうすぐ県道がありま

して、その県道辺りでもですね、生活道として使われてるわけですね。そ

ういうところで基幹道路と言いつつも生活道路的な県道がたくさんある

わけでございます。そういうところが小原には２本、３７号線と、２１２

号線。また浅塚には１７９号線という基幹道路がありますけども、これら

はすべて生活道路的な役割を果たしているわけです。そこに対してやはり

歩道がないということは、非常に危険でもあり、今の車社会環境の中にお

いて、事故がこれからも増えていくような危険性があると思われますが、

そのあたりに対して対応をどのように取られていこうとされてるのか、お

伺いいたします。 

また、現在先ほども質問の中でも言いましたけど、例えば先週でしたか

ね、土砂災害指定地域というものが発表されてますけど、その中には甲田

の高屋と吉田の柳原地域、そのあたりについても指定されてるわけです。

そしてその下には道があり、それも本当に非常に狭い道です。暗がりであ

り、非常に歩行者が歩くには危険性を伴う道路であると感じております。

例えばその道路は吉田高校の通学路であり、また麓には百楽荘という福祉

施設もあります。もし災害が起きたときには、やはり今の道路では救急な

対応ができないのではないかと感じますが、そのあたりどのようにお考え

か、早い対策が必要だと考えますが、どのようにお考えか、お伺いします。 

また、ＪＲ芸備線のトンネル工事が今行われていますけど、あれが開通

すればやはり県道３７号線というのは交通量が増えてくるのではないか

と感じますが、高田原辺りの中央についても歩道がない状況にあり、非常

に危険な状況にあると思われますが、そのあたりどのようなお考えをお持

ちか、お伺いいたします。 

平成１７年度予算編成でございますが、確かに財源は厳しくなってきて

おります。しかしながら新市建設計画はこれまでどおり遂行していくとい

うお考えを、執行部の方は打ち出されておりますが、やはり合併をし、１

０ヵ月が経ち、いろいろなところで現実と計画との隙間がでてきているの

ではないかと思われますが、やはりある程度の見直しが必要になってくる

のではと思われますが、そのあたり、やはり６町での話し合いの下でこれ

が決定されたからそのまま遂行されていくのか、その内容によっては見直

しをかける必要があると思われますが、どのようにお考えかお伺いいたし
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ます。 

また、経常経費におきまして、いろんな面で削減が必要だと考えます。

例えば広域で引かれました光ネットワーク、これがどれだけの経済効果を

もたらすか、そのあたりどのようにお考えか、お伺いいたします。また、

今それは行政機関だけに、公の施設だけの間をネットワークされてますけ

ど、それがどれだけの効力を出し、活かされているのか、お伺いいたしま

す。例えばこのネットワークを使えば、行政間の通信料はただになるはず

です。その辺りどのようにお考えか、お伺いいたします。 

男女共同参画社会についてですが、先ほど答弁いただきましたように、

是非研修会等、これから実施していただいて、助役が中心となったそうい

う組織を確立させていただき、行っていただきたいと思います。しかし、

それをやる上でですね、やはりその組織の中において、やはり女性の登用、

これが必要じゃないかと思います。これから男女共同参画社会の策定計画

を進めていく上で設けられてます懇話会等ありますけど、それらも十分に

活かしていただいて、それらの啓発を行っていただきたいというふうに考

えますが、どのようにお考えか、お伺いいたします。以上で再質問を終わ

ります。 

◯松 浦 議 長  ただ今の再質問に対し、答弁を求めます。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   特に道路改良の問題について、県道で非常に歩道がなくて危険なところ

があると、こういうご指摘でございます。今私が見てみますに、非常に危

険な県道で歩道のないところは、ほとんどが用地が難航したという経過が

あるわけでございます。先般も吉田土木が参りまして、どうしても用地が

調整がつかんと。家の立ち退きがあるんだが、ここだけがやっておきたい

んだが、非常に事故が多いところなんで。しかしどうしてもご理解が賜ら

んと。何とか地元でご協力が賜われんだろうかと、こういうようなことを

吉田土木の方からも言って来ておる状況がございます。そういうことで、

地元の議員さんにも今後そういうところで用地が解決すれば予算はある

んだというようなところもあるわけでございます。したがって、一層のご

協力とご支援を賜りたいと、このように思うわけでございます。 

それから新市での建設計画でございますが、新市の建設計画には莫大な

建設計画が盛り込まれておるわけでございますが、やはり今の財政状況か

ら見てですね、やはりやらないというわけにはいきませんが、これはこの

ようにした方が効率がいいんじゃなかろうかと、こういうような方法も今

後考えて参りたいと思います。例えば、議会の方で既に決定をいただきま

した文化ホール、それから第２庁舎の問題にしても、やはりできるだけ経

費を安くし、効率のいいものをつくるという観点から複合施設にして有効

に利用できるものをつくったがよかろうと、こういうような議会のご了解

も得ているということで、いろいろの面でやはり今後どのようにしたら効

率の良いものができるかという見直しもしていく必要があろうかと、この

ように思います。 

それから光ネットワークの問題、それから男女共同参画につきましては、
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それぞれ担当部長の方から説明をして参りたいと思いますし、新市の教育

方針につきましても教育長の答弁が要求されておりますので、これも教育

長が答弁をしていきたいと、このように思います。 

◯松 浦 議 長  ただ今の質問に対し、答弁を許します。教育長、佐藤勝君。 

◯佐藤教育長   はい。平成１７年度の予算編成の方針等についての質問でございますけ

れども、全般的なことにつきましては市長さんの方からのお答えがござい

ました。教育委員会の新年度予算につきましては、現在学校あるいは教育

分室からのヒアリングを実施しておりまして、そのことに基づいて財政担

当の方へ要望していくというのが教育委員会の本来の姿だろうと、このよ

うに考えておるところでございます。しかしながら、財政的にも大変厳し

い状況があるということについては、教育委員会も重々承知をしておりま

すが、急激な社会の変化に対応し、将来を担う人材の育成ということに対

しましては積極的な教育改革ということも念頭に置いて取り組んで参り

たいと、このように思っているところでございます。 

学校教育につきましては基礎的な学力の充実、個性や能力の一層の伸張、

豊かな情操や社会基盤意識の会得、不登校児童、生徒への対応あるいは学

習障害や注意欠陥多動性障害への対応など、取り組まなければならない課

題も山積しておるわけでございます。新年度におきましては、知、徳、体

の基礎基本の徹底あるいは特色ある学校づくりをより一層推進するため

に通学区域の弾力化、また不登校児童、生徒対策、さらには生涯学習と連

携してたくましい体力づくりの事業に取り組んで参りたいと、このように

考えておるところであります。生涯学習におきましては多様化、高度化し

ております市民の学習ニーズに応えるため、市として全体的な視野に立っ

て、魅力ある学習機会の提供と充実に努めて参りたいと、このように思っ

ております。また、ハード面でありますけども、学校教育施設は児童、生

徒が１日の大半を生活する場所でございます。災害時の避難場所にも指定

されておるということでございますので、安全、安心、快適をモットーに

耐震診断を行うなど、施設の整備充実に計画的に取り組んで参りたいと考

えており、そのことを財政担当の方へ要望として出していく中で、新年度

の方向性も定めていきたいと、このように考えております。以上、明木議

員さんへの新年度の教育委員会の予算、委員会関係のお答えとさせていた

だきます。 

◯松 浦 議 長  引き続き答弁を求めます。自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  それでは、私の方から光ネットワークの経済効果、さらには今後の活か

し方について答弁をさせていただきたいというふうに思います。連合時代

に敷設をしました光ファイバーは、公共施設や市内の小中学校すべて網羅

をした設備でございまして、そうした意味では小中学校の児童、生徒のや

はり情報化に係る教育の向上に大きな効果があったというふうに思って

おりますし、さらに今回の合併にあたりましては、この光ファイバーがあ

るということが本所、支所間のネットワークの構築を含めて大きな力を発

揮したというふうに判断をしております。今後ラストワンマイルというこ
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とになって参りますと、これを幹線といたしましてさらに光ファイバーを

敷設、若しくは無線を伸ばす等々の手法が考えられますので、この施設が

大きく寄与してくるだろうというふうに考えております。また、当面の課

題としまして議員ご指摘のＩＰ電話の問題でございますが、私たちも非常

に関心を持っております。機器も相当安くなっておるという情報もいただ

いておりますが、保守管理等を含めて、そこらあたり経済的にどの程度の

効果があるのかというのは今しばらく時間をいただいて検討させていた

だきたいというふうに思っております。いずれにしましても１７年度につ

きましては電子自治体の構築を含めて一定の方向を出していくというふ

うなつもりでおりますので、そうした中でしっかりした議論なり見積をし

ていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長  続いて答弁を求めます。市民部長、廣政克行君。 

◯廣政市民部長  男女共同参画の懇話会の形成でございますが、大体３０名程度で懇話会

を設立しております。大体女性が１８名、男性が１２名程度の割合でござ

います。ご質問のとおり、当然このプランにつきましては男女が互いの違

いを認め合いまして、互いの人権を尊重しながらその個性と能力を十分に

発揮して、社会のあらゆる分野でのともに参画し、責任を分かち合うこと

ができる社会をつくることが目的としとるわけでございますし、職員の研

修等につきましても十分啓発を重ねて参りたいと、このように考えており

ます。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   再々質問。１番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   はい。確かに道路整備においては用地の収得等が難航していて進んでな

いという現状はわかりますけども、しかしながら、児玉更太郎市長である

からこそこれを質問させていただきました。というのも、高宮町には素晴

らしい道路がたくさん引かれております。それもやはり町政時代の功績だ

と考えております。是非、市内全体にですね、市長の力を活かしていただ

き、早急なる歩道の整備をしていただきたいというふうに、まず１つ要望

させていただきたいと思っております。 

また、ケーブルテレビの件ですけども、先ほど三次の方で４４億かかる

といわれましたけども、実際難視聴地域が増えてくる。アンテナを立て替

えるということが本当に必要なのか、それとも先ほど言われましたように、

ラストワンマイル、ネットワークをですね、市内を網羅させ、例えばそれ

を全部ＩＰ電話化すれば、今の有線電話と同様にですね、一定料金で電話

が市内ではかけ放題になるということも可能ですし、難視聴地域において

もテレビはちゃんと見られますし、その辺り是非検討していただきたい。

またそれをすることによって確かに多額な投資が必要ですけど、今の若者

定住についても、若者が来る条件として、これは欠かせない条件となって

きております。定住化を目指し行く、また産業の振興についてもこれらが

非常に力を発揮している現実があります。その辺りを是非考慮していただ

いて早急なるネットワークの整備を行っていただきたいと思います。 
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また、平成１７年度の予算につきましては、確かに投資的な予算、どこ

へそれを求めるかですけど、住民サービスの向上だけが投資的な予算とは

考えられません。やはりこれからは国から来る財源、これを活かしてです

ね、投資、何に投資していくか。それでそのリスクを考え、危険性を考え、

リターンをどれだけ求められるか、これは経済的なリターン、利益を得ら

れるか、それがこれからのやはり市政に大切なことではないかと思われま

す。確かに合併特例債で使えるのは特殊な事業が多く、なかなか市民へも

たらす経済効果は少ないのかもしれませんけど、これ膨大な金であり、例

えば特殊な事業以外、資材とか下請け、若しくは孫請けぐらいであれば、

地域の業者が使えるのではないでしょうか。その辺りを真剣に取り組んで

いただき、なるべく多くの経済効果をこの市に、その大きな財源でもたら

していただきたいと考えますが、どのようにお考えか、最後にお尋ねして

私の質問を終わらせていただきます。 

◯松 浦 議 長  答弁を求めます。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   道路改良というのはやはりそれぞれ経済、生活の動脈でございますので、

どうしても早く改良しておかにゃあいけん、こういうことでございまして、

どこの町村もこのことについては最優先で取り組んでおるわけでござい

ます。しかし先ほど申し上げましたように、まず道路改良の前提になる用

地の調整をどのようにするかという問題があるわけでございます。したが

って、私はいつも言っておるんですが、県の土木の職員でも用地の職員も

３年に 1遍ずつ転勤がありますので、本当に地元へ入り込んで、この人は

どういう人かという人となりをつかみながら、ここを押さえればこの用地

は解決するという、なかなかそこまでは県の職員はその対応はできんとい

うのが実態でございます。したがって、どうしてもこれは地元で用地の調

整を、段取りを付けて県の方へのすけにゃあ仕事にならんというのが実態

であります。そういうことで、我々は今後市としてできるだけ県と協議を

しながら、用地の調整に乗り出してくると、こういうことが必要であろう

と思います。また、その節はまた議員さんにもいろいろご心配をかけると

思いますが、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。できるだけの努

力をしていきたいと思います。 

また、ケーブルテレビの問題につきましても先ほど部長が申し上げまし

たように、１７年度中には何とか方向を出したいということですが、今、

この方法が日進月歩でですね、１年の内にどんどん変わってくるというこ

となんで、どういうシステムを取り入れて行ったがええか、こういう問題

が非常に大きな課題でございますし、安芸高田市全戸へ、この光を引っ張

っていくことが果たして莫大な費用をかけて有効なかどうかという。例え

ば、お年寄りだけの所帯へその光を引いても実際には利用されないという

問題がございますし、また会社によってはとにかく早くこの光を引いても

らいたいと、こういう要望がありますし、また光を引くことによって新し

い人材がですね、田舎におっても仕事ができるということができるという。

いろいろそれはご指摘のとおり効果のあるものでございますので、十分検
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討していきたい、このように考えております。 

もう１点、地場の産業の育成になるような、投資を考えてもらいたいと

いうことでございます。このことについては特に今までも議会でもいろい

ろとご意見を賜っておりますので、できるだけ地場の企業の皆さんが仕事

ができるように、我々も配慮をしていきたいと、こういうことで取り組ん

でおるとこでございます。 

◯松 浦 議 長  これで、答弁を終わります。 

この際、１１時５分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時５７分 休憩 

午前１１時０６分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長  引き続き、再開いたします。 

それでは、一般質問の通告がございましたので、発言を許します。２０

番、亀岡等君。 

◯亀 岡 議 員  ２０番、亀岡等でございます。質問の通告は７点ほどしておりましたが、

都合によりまして 4 点目の質問事項は取り下げ、６点について市長に質問

を伺います。はじめの 2 項目につきましては、前者の質問と答弁が同様な

面もあるのではないかというふうに思いますが、一応通告どおりの質問を

行います。 
まず最初の質問は、平成１７年度予算の財源見通しについて聞くもので

あります。６町の合併という歴史的大変革の年でありました本年も終わり

に近づき、いよいよ平成１７年度の施策と伴う予算編成の構想が具体化に

向けて動く時点を迎えておりますが、先ほどもお話ございましたように、

国における地方財政計画の総額で、本年度下回る財務省の原案が一昨日発

表されているところでございます。そうした中で地方交付税におきまして

は、やや本年度並みのようでありますが、しかし国の予算全体から見ます

と公共事業の補助金の減額等をはじめとした国の行政経費の節減政策の

方針に変わりはなく、国県に財源依存度の高い本市の前途は依然として厳

しいことが予想されるところであります。加えて本市の財政事情も、財政

調整積立金の残額も小額でありますし、全体景気が低調な中、地方経済は

低迷しており、市税の増収も期待値でございます。さらには、公債費もピ

ークを迎えている状態に来ておりまして、そうした中での１７年度予算財

源の調達は、容易でないことが予想されるわけでございますが、その見通

しについてお伺いをいたします。 
質問の２点目は、平成１７年度予算編成の基本方針についてであります。

申すまでもなく、今年度予算は旧６町の１５年度当初予算を骨格として編

成された経緯がありますが、１７年度予算におきましては、合併新市とし

ての特徴を打ち出す予算編成として、そのもつ意味は極めて大きいとされ、

市民各位の関心と注目が寄せられているものと考えるわけであります。と

は申しましても、既にお話がございましたように、本年度より予算化され
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ている新市の建設計画に基づく主要な事業の推進が、また、合併を期にい

たしまして当然求められている行財政改革への対応など、既に直面してい

る重要な行政課題が山積している年度でもあります。もとより財政運営も

厳しい現状の中、どのような予算編成で臨まれるのか、その基本方針につ

いて伺うものでございます。 
第３点目の質問は、消防署の分署の設置についてでございます。救急体

制整備のこの件につきましては、去る６月議会でも質問がございました。

以来まだ６ヵ月というこの時点で所見を尋ねますことは、いささか気にし

ながらも、次年度予算の編成期を迎えるこの時点を考えまして、改めて質

問を行うものであります。申し上げますまでもなく、この救急体制整備の

要望は、当該地域、地帯の住民の皆さんの切なる願いでありましたが、小

規模自治体での解決は困難として表面化せずにきていた。いうならば、当

該地域における潜在していた念願であったことは新市発足を期に表に出

たわけでありまして、問題解決への必然性は既にご認識をいただいている

とおりであります。さらに、この機会に強調しておきたいことは次の点で

あります。まずは、この件は地域格差の是正であり、市内全域間の平準化

を期す上からも市政の重要課題であるということであります。また、格差

の是正こそ合併に課せられた主要な条件であります。そうして、市民が市

内のどこに住んでいても行政施策の結果において公平感を持つことは、そ

れを通じて同じ市の市民としての実感を得ることができ、その実感が得ら

れてこそはじめて市民同士の一体感が醸成されるものと信じます。それで

あってこそ、言葉や活字だけではなく真に地域と人が輝く社会が構築でき

るものと考えます。この件の解決こそこれからの地域づくりの理念の根幹

をなすものとして市長に勇断を求めるものであります。市長におかれまし

ては、迎える次年度でこの件についてどのような考えで臨まれるのか明確

な答弁を求めるものでございます。 
次の質問は、人口増対策についてであります。本市の人口は、合併によ

る新市発足後も依然として減少している状況にあります。これからもこの

傾向は続くと思われます。国におきましても人口減少が予測され、論議の

あるところでありますが、本市のような人口過疎が進行してきた中でさら

なる現象が続くことは、市の将来を展望いたしますとき決してゆるがせに

できない問題でございます。市としてどのように考えておられるのか。当

面現状を踏まえた中で、人口増対策を図り推進すべきと考えますが市長の

所見を求めます。 
質問の５点目は事業発注に考慮されたいという質問でございます。今日

市内の業者、この場合は特に建設関係を主として申し上げますが、そうし

た業者の仕事が少ない状況の中で、市の行う事業の発注については、でき

るだけ市内の中小業者にまで仕事が行きわたるよう強い要望があることは

当然のことであります。そこで、この場合２つの点について伺いたいと思

います。 
まず１点は事業の規模にもよると思いますが、入札の対象者を市内業者
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に限るとまではいかないとしても、せめて県内業者までということにはで

きないのかどうかということでございます。もう１点は、市に土木建築等

の事業についてでございますが、旧町ごとに事業発注をされるのか。もし、

旧６町ごとにということになれば、災害復旧事業は別といたしまして、旧

町ごとに市が事業を起こさない限りその町に仕事はでないということにな

ります。したがってその町にある業者と、そこに雇用される人達の仕事は

ないということになるわけでありますが、いずれにいたしましても仕事の

有る無し、あるいは多い少ないによっては、そこに関係する方々の生活や

経済にも大きく影響し、ひいてはそのことが地域経済の不振を招きかねな

い深刻な問題でもあります。また、市内業者か市外業者かによって、市の

税収にも影響があります。さらには、なおこの問題は地場産業の振興の見

地からも重要でありますが、事業発注のあり方について市長の所見を伺う

ものであります。 
最後の質問でございますが、圏外地域の解消についてであります。ご承

知のように市内におきましては、携帯電話の通じない圏外地域になるとこ

ろが多くあります。これが解消が望まれるところでありますが、このこと

はもちろん行政の事業ではありませんので、関係方面への働きかけを市政

に期待されているのが現在の状況であります。この件は、これからの市内

の各分野においての平準化を進めていく上からも、また先ほどもございま

したが、特に地域づくりにおける若者の定住や人口増対策などの面からも

解決を要する課題と言えましょう。市の行政といたしまして、この圏外地

域解消に大いに努力をされたいと考えるわけでありますが、これに対する

市長の所見を伺います。 
なお、再質問がある場合は、例によって席において行います。 

◯松 浦 議 長  ただ今の亀岡等議員の質問に対し、答弁を許します。市長、児玉更太郎

君。 

◯児 玉 市 長   亀岡議員さんからの１７年度予算財源の見通しについてということで

ございます。 

まず１７年度の予算財源の見通しについてのお尋ねでございますが、既

にご存知のように、長期化する景気低迷に伴い、国の交付金等に係る一般

財源確保が非常に困難になっております。また、ご存知のように三位一体

改革は大規模な国庫補助負担金の削減に見合う税源移譲がなされないま

ま推移しているなど、地方財政を取り巻く環境は非常に厳しいものでござ

います。特に三位一体の中で地方交付税と補助金を減らして、その減った

分だけ地方で税金を取れというのが三位一体の基本になるわけですが、税

金を取ろうにも税金を取る元のない地域が、ほとんどの地方でございます。

そういうことで国の三位一体の方向というのはいいんですが、なかなか税

金を取る財源のない地方というのは、この三位一体のマイナスのしわ寄せ

を受けると、こういうのが実態でございます。 

本市の重要な一般財源であります普通交付税につきましても、先ほど申

し上げましたように、本年は大体国のベースでは昨年とほぼ同じというこ
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とになっておるわけでございますが、今まで下がってきた分は回復できな

いと、こういうような状況でございます。大幅なこの削減というのは回避

されたわけでございますが、なお、やはりこの交付税の不足というのは非

常に響いてくるというふうに考えております。 

一方、一般財源の不足部分を補填する、いわゆる財政調整基金、貯金と

いわれておりますが、これの残高がもう急速に減ってきております。本市

財政は昨年度にも増して厳しい状況にございます。このような状況の中で

平成１７年度の予算編成にあたりましては、財源確保の厳しさ、またまち

づくり、地域づくりの視点を慎重に考慮して厳正な施策選択と財源の重点

配分に努めて参りたいと思います。 

それから、次に平成１７年度予算編成の基本方針ということでございま

す。先ほどの予算財源の見通しのご質問でございましたが、ますます厳し

さを増しております財政環境の中で、平成１７年度予算編成の基本方針と

いたしましては、財源確保の厳しさや市民の皆さんの行政需要、また事業

効果の観点から事務事業の抜本的な見直しを行いますとともに、経費の節

減、合理化、簡素で効率的な行政資質の構築を図り、新市建設計画の理念

を踏まえて事業の優先度や、まちづくり、地域づくりを慎重に考慮して、

厳正な施策選択と財源の重点配分に努めて参りたいと考えております。 

度々申しておりますように、箱物はできるだけ控えていきたいと、こう

いう考えではございますが、どうしてもつくっておかにゃあいけん第２庁

舎、文化ホール、現在既に向原の特老は段取りに入っておるわけでござい

ますが、広域の葬斎場、これだけは特例債という有利な起債を使いながら、

早くこの実現をしていきたいと、このように考えておるところでございま

す。 

それから、消防の分署の設置についてでございます。このことにつきま

しては、６月の定例会あるいは支所別の懇談会でも度々各地で質問をいた

だいておるところでございます。緊急通報を受けて救急車が現場に到着す

るのに要する適切な時間と、その所要時間短縮への対応につきましては、

特に人命に直接関わることでもあり、市民の皆さんの生活に直結した重要

案件と理解をしております。先ほども申し上げましたように、ますます厳

しい財政状況の中でございますが、今後も近隣の類似団体の状況等をさら

に調査研究をしていきながら、安芸高田市としてどのように対応すればよ

いかと、こういうことを検討して参りたいと思います。この消防分駐所の

問題につきましては、もう消防署が発足してから２５年近くなるわけでご

ざいますが、当初からのこれは懸案であったわけでございますが、しかし

分駐所の必要性というのは分かるんですが、分駐所をつくることによって

かなりの人が、機材というのは一遍投資すればかなりいいんですが、かな

りの人が要ると。現在検討しておるだけでも、やはり三交代ということに

なると１１人ぐらいは増員する必要があるんじゃなかろうかと。そうしま

すと人件費が１億近くかかってくると、こういう問題がございまして、長

年の懸案であるわけでございますが、いろいろご指摘をいただいておりま
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すように、何とか特に僻地の住民の皆さんのご期待に応えることはできん

だろうかと、こういうことで、今ご指摘のように１７年度中には検討して

いけばと、このように考えております。いろいろ知恵を出していきながら、

現在の人員の体制の中で分駐所を救急ということで動かすことはできな

いかということも、知恵を出して検討していく必要があろうと、このよう

に考えておるところでございます。 

それから、人口増の対策でございます。本市の平成１２年度の国勢調査

による人口は３万４千４３９人、我々は３万５千と言っとるんですが、実

際には３万５千を切っておるわけでございます。今年１２月１日現在の住

民基本台帳における人口は３万４千８６人ということになっておりまし

て、国勢調査レベルでは既に３万４千を割っておるものと推定をされてお

ります。このまま人口減少が進めば、平成２５年には３万人ぐらいになる

ということも推計をされるわけでございます。また、広島県の人口も平成

１２年からは減少に転じ、今後も人口減少を基調とした推移が予想されて

おりますし、もう日本も人口減少時代に入ると言われておるわけでござい

ます。議員ご指摘のとおり、大幅な人口減少は地域経済の活力を奪い、さ

らに地域社会の衰退を招くことにもなりますので、人口の減少を止める努

力をするとともに、地域の活力を高める施策の展開が必要だろうというよ

うに思います。 

ご存知のように、人口減少のいろいろな理由は未婚あるいは晩婚化の進

展、夫婦の出生率の低下、その背景には仕事と子育てを両立できる社会環

境にないと、こういうような遅れ、また育児や教育への心理的、肉体的、

経済的負担による子育てに対する負担感の増大等があると言われており

ます。このような状況を勘案しますと、子育てを支援する各種保健福祉サ

ービスを充実することはもちろんのこと、地域における子育て支援環境の

形成も求められます。また、若者に雇用の場の確保を進めるとともに、広

島市に隣接し、東広島市に近接しているという立地条件を活かして、１時

間以内の通勤等を可能とする道路網の整備も必要になってきております。 

特に、安芸高田市には南中北と幹線道路がございます。北の中国縦貫道、

これらも確実に安芸高田市から１時間で広島市へ入れる時間距離が測れ

るわけでございます。また真ん中を走っております動脈の国道５４号でご

ざいますが、これも可部のバイパスが完成すれば明るい見通しが立つと、

こういうことでございまして、先般も広島市と協議をしたんですが、大体

平成１８年度末には山倉まではバイパスが開通すると。それ以降、上根ま

でございますが、今の広島市ほどは平成２３年度までには上根の垰を下り

たバスの駐車場がありますが、あこまでは大体５４号のバイパスを完成さ

せたいという、こういうことでございます。広島市もご存知のとおり、財

政危機ということで道路の負担金が国が予算を付けても３割の負担金が

出せんという状況でですね、事業が縮小しておりますし、先般もご存知の

ように広島市が発表したのは、観音から２号線を延伸しとる高架はもう当

分の間予算がないんでやめたと。国は予算をつけてもろうても後の裏負担
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が出んと、こういうことでございまして、非常に広島市も厳しい状況では

あるわけでございますが、５４号については重点的な道路ということを位

置付けて、引き続いてやると、こういうことも承っております。そういう

のができますと、非常に広島市への距離も短縮できる。また芸備線、広島

三次線の県道の方も暫時改良をされております。また横をつなぐ地域高規

格道路、ご存知のように東広島と縦貫道の高田インターをつなぐ自動車専

用道でございますが、これも明るい見通しが立ってきておりますので、将

来的にはそういうような道路交通網が整備されれば本当に田舎に住んで

都市に通勤するという、そういう時代が我々の努力によっては早く来るん

ではなかろうかと、このように考えておりまして、そういうような環境を

早くつくっていきたいと思いますし、今都市の若い人たちの中にも、先ほ

ど申し上げましたように、本当に生活がなんとか成り立てば、田舎に住ん

でみたいと、そういう若い人たちも随分、あるいはいろんな考え方をした

若い人がおりますが、そういう人たちがおるわけでございます。亀岡議員

さんの集落でも５戸の、都市から新しく家を建って来られた方もあるわけ

でございまして、やはりそういう環境を我々はつくっていくということが、

この人口増対策のひとつの策でもあろうと思いますし、住宅をつくるにい

たしましても、やはり若者向けの住宅を優先的につくるということが、今

後大事ではなかろうかと。普通の住宅は民間に任せてですね、政策的な住

宅をつくるということが必要ではなかろうかと、このように考えておりま

す。 

それから、事業発注に考慮をということでございます。本市が発注いた

します建設工事につきましては、工事の種類や規模、工事箇所の地域性な

どを考慮し、発注箇所の旧町内にございます業者を基本とし、市内業者を

優先的に指名をして入札を行っておるところでございます。本年度の工事

発注につきましては、１１月末までに計８回の入札を行いまして、６８件

の工事を発注しており、その内容は６８件の内、市内業者が受注した工事

は６０件で、概ね８８％の工事を市内の業者が受注している状況でござい

ます。また、今後は台風等で発生した災害復旧工事の発注を予定しており

ますが、このような災害復旧工事や維持修繕工事、緊急を要する随時契約

など、地域密着型の工事を発注する場合は、特別な技術を必要とする工事

を除きまして、発注箇所の旧町内にあります業者から選定をすることとい

たしております。今後も地場産業の育成の観点から、市内業者の受注機会

を配慮した適正な業者選定に努めて参りたいと考えております。 

それから、携帯電話の圏外地域の解消ということでございますが、これ

は担当しております田丸部長の方から答弁をさせます。 

◯松 浦 議 長  はい、答弁を求めます。自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  それでは私の方から携帯電話の圏外地域の解消につきまして、ご答弁を

させていただきたいと思います。携帯電話は既に生活必需品となっており

まして、とりわけ若者にとりましては、もう生活する上で必要不可欠なも

のになっております。したがいまして、市内全域で通話できる環境をつく
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ることは、極めて重要な課題であるというふうに認識をしております。と

ころが一方でこうした携帯電話の業界の状況を見てみますと、この分野は

大変に技術の進歩が早い世界でございまして、サービス事業者の営業戦略

は、エリア整備完了の途中で、いわゆる一般通話サービスからデータ通信

サービス、さらにはＧＰＳ位置情報サービス、テレビ電話サービス等々へ

移って参りまして、利用者のニーズの多様化に対応して刻々と変化をして

おります。それに伴いまして、実は膨大な投資を続けているというのが実

態でございます。また、携帯電話サービスの事業者のサービスエリアの拡

張に伴います設備費用は、実は億の単位の経費が必要とされておりまして、

全エリアの整備までにはなかなか到達しないというのがこの業界の実態

であるようであります。しかし先ほど申し上げましたように、こうした実

態があるとはいえ、携帯電話は既に生活必需品となっておりますので、携

帯電話による多様なサービスが、本市内の全エリアにおいて漏れなく展開

されることが求められております。先日も川根地区から要望書が提出をさ

れまして、市としてもサービス業者へ要請したとこでございますけども、

今後とも地域と連携をいたしまして、こうした未通話地域の解消に努めて

参りたいというふうに考えております。以上であります。 

◯松 浦 議 長  これで答弁を終わります。 

◯亀 岡 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長  再質問を許します。２０番、亀岡等君。 

◯亀 岡 議 員  それでは何点か再質問を行いたいと思います。 

消防署の分署の設置に関係いたしまして、なかなかこれが実現できない

できているということについての最大の理由は、財政事情によるようでご

ざいます。もちろん人件費が問題視されておるわけでございますが、ここ

でひとつ、お考えを改めていただきたいと思いますことは、今日、行政改

革が叫ばれて行政の行う事業におきましても経費の節減ということが常

に頭に置かれるという状況にありますけども、そうした中でもやはりです

ね、市民の側に立つ、市民の切なる要求についてはですね、人件費のかか

ることでありましても、新たにかかることでありましても、それをやるの

がやはり本当の意味の行政の改革でもあるわけでございまして、この点に

ついてはですね、これから当然来るであろう、市としての行政改革の中で

人件費の抑制と言いますか、職員定数の適正化。適正化という言葉が適当

であるかは分かりませんが、そういったことを考えていきます中でですね、

必要な人員を確保していくという点におきましては、節減だけが改革では

ないんだという観点をですね、十分踏まえて事に当たっていただきたいと、

このように思うわけでございます。これについてのお考えをお伺いしてお

きたいと思います。 

それから人口減少にどのように対応していくかという点で、市長の言わ

れることに同感でありますけども、一つ不足しておりますことは、この市

の自然的条件と言いますか、そういったことの宣伝がですね、不十分であ

るというふうに思うわけであります。事あるたびに｢自然が豊かな｣とかで
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すね、特にこの農村と都市との交流の中あたりでは、大変そういった点が

強調されておるわけでございますが、そういったことのですね、本当の意

味での真剣な宣伝と言いますか、本気になった宣伝が行われていないとい

うふうに思うわけであります。特に話もありましたように、この田舎志向

の、今大変盛んな時代に入りつつあるわけでございまして、そうした田舎

の生活を求める方たちに対するですね、働きかけ、この点では大いにやっ

てしかるべき状態の市であるというふうに、私は考えますし、確信を持つ

べきではないかと。ささやかな例ではありますが、そういったことでです

ね、田舎に定住をしてくれた人たちは、田舎を求めて本当に来て良かった

と言っている声もあるわけでございまして、私はですね、この市をつくっ

ていくには人口の減らない市をつくっていくには、やはり先ほどいろいろ

申されました条件整備、これは当然必要であります。子育ての支援とか、

雇用の場の確保、とりわけ若い人たちにとりましては日々が生活と経済の

問題、現実の大きな問題でありますから、簡単ではございません。しかし

ですね、すべての条件が整ったところでですね、人口は増えるであろうと

いうことであってはですね、なかなか長期に期間もかかるわけであります

し、なかなか人口増対策、前向きな成果を上げることは難しいと思うわけ

であります。そういった点でですね、本当に合併問題を通してもいろいろ

ございましたが、これからのこの安芸高田市の良さというものをですね、

もっと鮮明にして、一口に言いますと｢打って出る｣と。人口増対策に、声

高らかにですね、打って出る時が来ていると。またそのような考え方でや

らなければですね、何事も成果を生むことは難しいのではないかと、この

ように考えるわけであります。その点についてもお伺いをいたしたいと思

います。 

それから、事業発注の関係でありますが、今日いろいろこの問題につき

ましては制度的な問題あるいは決まりと言いますか、それに関係する諸般

のですね、よって立つ問題もあると思うんですが、しかしこの全国的な大

手業者までですね、発注の相手業者としてそこまで対象にしなければなら

ないのか、こういった点がですね、実は問題にしなければならないのでは

ないかと、このように考えるわけでありますが、その辺の答弁が落ちてお

りましたので、改めてお伺いをするわけでございます。以上の点について

お願いします。 

◯松 浦 議 長  ただ今の質問に対しまして、答弁を求めます。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   はい。分駐所の問題でございますが、この問題については、我々として

もできるだけ分駐所の必要性というのは十分分かっておるわけでござい

まして、今後どのようにして人件費を最小限に食い止めながら、地域のご

要望に応えていくかと、こういうことが知恵の出しどころであると考えて

おりますし、特に合併をして辺地が寂れるという、そういうような合併の

最大の弊害がこういうような分駐所の設置という声になって出ておると

いうように、私は受け止めておるわけでございます。そういうような中で、

できれば１７年度かけてですね、方向をどのようにするかという。これは
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問題は財政との兼ね合いということ。人を減らす中で１０人の人をまた増

やすという、こういう問題があるんで、増やさずに済む方法は何かないか

と、こういうことも併せて検討していくというように考えております。後

ほどまた消防長が資料を持っておりますので、どの範囲がやはり遠い範囲

になるかというところは、改めてお示しをしていけばと、このように考え

ておるところでございます。 

人口減の問題につきましては、やはりもう少し安芸高田の良さをＰＲせ

いと、こういうことでございます。まったく同感でございます。特に県内

では農業会議がですね、田舎暮らしの希望の方の世話をしておると、そう

いう農業会議が広く県内、県外に窓口を開いたそういう田舎暮らしのお世

話をするという窓口がございますので、農業委員会の一つの仕事としても

ですね、やはりそういう本当に安芸高田の良さをもう少し宣伝をすること

が必要ではなかろうかと、このように思っておりますので、具体的にこの

問題は進めていきたいと。当然、これは我々としては合併した安芸高田市

としてはやるべきものであろうと、このように考えております。 

それから、入札の問題でございますが、先ほども申し上げましたように

できるだけ県内業者、また小さい事業については市内の業者を優先的に指

名をしておるところで、指名と言いましても、今は既に公募型になってお

りますので、公募をするということになっておりますので、どの業者とど

の業者をというように、かつての旧町村のように町長が指名するというシ

ステムになっておりませんので、すべて公募型に公にしておりますし、入

札の際は予定価格も全部事前に公表をしておるということでございます

ので、公平な入札はしておる予定でございますが、やはりご指摘のように

全国大手まで入れる必要があるかどうかということについては、今後も、

これは前回の議会でも議員さんからご指摘があったわけでございますが、

本当にやはり県内業者、また市内業者でできるものはそういうものでやっ

ていくという方向が一番望ましいんではなかろうかというように、私も考

えておるところでございます。 

◯松 浦 議 長  続いて消防長の答弁を求めます。村上紘君。 

◯村上消防長  それでは、市長の方から状況の説明をというご指示がございましたので、

少し場所を移動させていただきまして、図面をもちまして、議員の皆様方

にご説明をさせていただきたいと思います。ただ、この地図に基づく説明

は６月議会の時にもさせていただきましたが、新たに議員の皆様方、市議

選後、初の議会の中での質問が出ておりますので、もう一度詳しくご説明

させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

これ、色を塗っておる、黒い線で囲んでおりますところが安芸高田市の

管内でございます。消防本部から１から１０分と書いてあるのは１０分台

ということと考えて下さい。厳密にはゼロからスタートいたしまして１０

分以内に到着する範囲、それから次の１１分から２０分以内に到着する範

囲、このようにご理解下さい。 

次は２１分から３０分以内に到着する範囲、次のグリーンのところは３
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０分から４０分以内に到着する範囲、このような見方をしていただいたら

いいと思います。またその後、この地図をつくった以後、道路状況が大き

く変化しておりませんので、この時間をそのまま現在の到着時間とほぼご

理解いただいたらよろしいかと。ただし、積雪時または台風時、異常気象

時の時間帯は入れておりませんので、これは平常な状態の時の救急出動し

た時間帯を取ったものでございます。概ね、ご質問の範囲ということにな

りますと、このグリーンから黄色、紫、こういう位置のことを、概ね今日

のご質問の中の範囲というふうに理解をいたしております。例えば美土里

町で言いますと、この地区の方は青地域、また桑田、青、生田地域、この

辺がその地域に入って参ります。あと、美土里町の智教寺地域、それから

こちらのグリーンは高宮地区で言いますと、式敷から川根、直会、そうい

う方向にこの地域がなって参ります。こちらの方は高宮地区でも江の川筋

の船木を通り過ぎまして、江の川水域、信木とかそういう面が同じく３０

分から４０分かかる地域というふうに実績を取らせていただいておりま

す。こういう時間帯の部分をどうクリアしていくかというのが、今後の大

きな問題ということで、我々も受け止めさせていただいておりますんで、

現状こういう状況になっておると。ですから３０分以内に到達するところ

は、消防本部からほぼ向原、甲田、吉田、八千代、高宮の一部、美土里の

一部はほぼ３０分以内には到達すると、こういうふうに見ていただきまし

たら、今後の問題点等が出てくるんではないかと。 

現状を説明させていただきます。この地域の出動件数は年々全体的な出

動件数が増えてきておりますから、当然のこととしてこの地域の出動件数

も増えて参っておりますが、現状では概ね全体の救急出動回数の２割、概

ね２割程度がこのグリーンの地域で囲まれた以上の救急件数と、ご理解い

ただきたい。現状の報告をさせていただきます。 

◯松 浦 議 長  これで、答弁を終わります。いいですか、再々質問はありませんね。 

◯亀 岡 議 員  はい。 

◯松 浦 議 長  それでは、質問が終わりましたので、この際１３時、１時まで休憩とい

たします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１１時５５分 休憩 

午後 １時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長  ただ今から再開いたします。 

先ほど昼休憩の時間に議会運営委員会が開催されましたので、委員長の

報告を求めます。 

◯青原委員長  議長。議会運営委員会の報告を申し上げます。先ほど議会運営委員会を

開催いたし、一般質問の順序について協議し、次のことが決定されました

ので報告をいたします。 

一般質問の順序は、通告書の届出順といたしておりましたが、都合によ

り、次のとおり変更いたします。９番になっております熊高昌三議員の通
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告順を繰り上げて４番といたし、４番から８番までを１番ずつ繰り下げる

ことといたします。以上、報告を終わります。 

◯松 浦 議 長  お諮りいたします。 

ただ今の委員長の報告のとおり、９番目の熊高昌三議員の通告順を繰り

上げて４番といたし、４番から８番までを１番ずつ繰り下げることといた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

 〔異議なし〕 

ご異議なしと認め、さよう決定しました。 

◯松 浦 議 長  それでは、引き続き質問の通告がありますので発言を許します。 

４番、加藤英伸君。 

◯加 藤 議 員  午前中、亀岡議員の方から、消防署の分駐所の設置は最優先されるべき

行政の課題であり、早急に実行されたいというような意味の質問がござい

ました。私の質問もそれと同じ内容でございまして、市長がそれに対して

答弁された内容は、私が想定していた以上の前向きなご答弁であったとい

うふうに考えますので、基本的に私が通告させていただいておりました質

問については取り下げますが、ただ、市長の答弁の中で確認の意味で質問

をさせていただきたいと思います。 
市長のご答弁の中で、今考えて分駐所をつくるとしたら、考えている規

模と言うのは１１人体制ということのようでございます。それは救急車１

台、消防車１台というような内容での分駐所を考えておられるのかどうか

ということと、それから今まで６月も４人ほどこの分駐所のことで質問が

ございましたが、検討すると。これは消防組合ができて以来の検討課題で

あるというような、どちらかというと消極的な答弁であったと思うんです

が、今日のご答弁は１７年度に検討するというご答弁でございました。こ

れは、予備費も念頭においての答弁であったかということを確認したいと

いうふうに思います。それからこれは質問ではございませんが、市長のご

答弁の中で周辺の状況もよく調べて検討するというふうに申されました。

美土里町の隣に江津ほか、７町村消防組合というのがございます。８つの

自治体が加盟しております。ただ、今年になって合併がありまして、4 つ、

半分の自治体になっておるんですが、そこは市、町、村それぞれ消防署。

消防署は２ヵ所ですが、あと６ヵ所出張所を設けております。考えれば、

消防の負担は相当なものだと考えられるんですが、安芸高田市の場合は現

在まで消防署１ヵ所でやってきたわけですんで、出張所、分駐所を一ヵ所

増やすということは、費用がかかるということは分かりますけども、江津

消防署管内の自治体のことを考えたらそれほど大きなものじゃないとい

うふうにも考えられます。以上ご質問させていただきます。 
◯松 浦 議 長  これで、加藤英伸君の質問を終わります。答弁を求めます。市長、児玉

更太郎君。 

◯児 玉 市 長   ただ今の加藤議員さんのご質問でございますが、１１名体制というのは

救急車１台ということでございます。これを２交代でやりますので５名ず

つの２交代ということで１０人ということで、それに責任者を 1人付ける
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ということで、合計１１人ということでございます。この１１名が絶対必

要かどうかというのは、今から十二分に検討して、私もこの１１名は何と

か少ない人数で対応する方法はないかということは、今後の研究課題とい

うことになろうかと思います。 

それから、周辺の状況の調査ということでございますが、ご指摘のよう

に今後１７年度、どのようにするかといういろいろ検討をする中でですね、

周辺の状況もやはり調査をしていく必要があろうと、このように考えてお

ります。 

それから予備費と言われたのは、あれは調査費ですか。調査費を組むか

どうかというのは、無理に調査費というようなものを組まんでも研究はで

きると思いますんで、１７年度で研究をさせていただきたいと、このよう

に考えております。 

◯松 浦 議 長  これで答弁を終わります。再質問がありますか。 

◯加 藤 議 員  はい、議長。 

◯松 浦 議 長  再質問を許します。４番、加藤英伸君。 

◯加 藤 議 員  備北広域、つまり三次消防署管内で作木の出張所がありますね。ここは

１１名体制で消防車１台、救急車１台で運営しておりますし、今合併して

邑南町になっておりますが、瑞穂出張所ですね、以前の。これは江津市ほ

か７市町村の組合ですが、ここは９名体制で消防車１台、救急車１台でや

っておられるというふうに聞いておるんですが、安芸高田市の場合は救急

車１台を１１名ぐらいでやろうというふうに考えておられるんですか。そ

れは無理をさせないという意味での配慮なんでしょうか。 

◯松 浦 議 長  答弁を求めます。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   ちょっとこの問題については消防長の方が詳しいので、詳しく答弁しま

す。 

◯松 浦 議 長  消防長の答弁を求めます。村上紘君。 

◯村上消防長  それでは、答弁をさせていただきます。加藤議員さんのご質問、主に１

１名の職員の振り分けと、出張所、分駐所をつくった場合の体制というこ

とのご質問と承っておりますが、作木備北広域行政組合の作木等で運営し

ております体制は１１人の職員を割り振って、消防車と救急車を置いて運

営をしておるという実態は我々も承知をしております。その内容といたし

ましては、私どもが考えておる分駐所等と、概ね内容的には似ておる内容

だというふうに考えております。それはどういうことかと申しますと、救

急車の出動を優先的に考えておりますけども、火災等が発生した場合に、

消防車両を置いておくことによって、救急隊員として任命しておる職員を

消防車両を使って火災現場の対応に当たらすと。平常時は救急業務を主的

にやらせておくと。作木等のやり方もそういう方法でやっておられると。

島根県の方の実態、十分内容を承知はしておりませんけども、９人の職員

でやっておられるという内容の考え方も、概ねその考え方でやっておられ

るだろうと。だから、救急車と消防車が同時に出動していくということを

想定しますと、消防車両は概ね１台の消防車両に５人乗るというのが、一
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つの原則になっておりますから、そういうかたちになりますと、当然９名

とか１１名の人員では対応できない。だから平常時は救急業務、火災が起

こった時には消防車両を置いておくことによって、その火災対応もしてい

こうと。その場合には３人という最少の人員にもなりますけども、近くに

火災が発生しておるのに対応しないというわけにはいきませんから、消防

車両を置いて、乗り換えという方法を使いながら運用して、最小人員で火

災と救急との対応をうまくこなしていこうという手法だというふうに、

我々は認識をしております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長  再質問がありますか。いいですか。 

◯加 藤 議 員  はい。 

◯松 浦 議 長  それでは、加藤議員の質問を終わります。 

引き続き質問の通告がありますので、発言を許します。１０番、熊高昌

三君。 

◯熊 高 議 員  議長。それでは１０番熊高ですが、一般質問を行わせていただきます。

先ほどは議運の皆さんあるいは議会の議員の皆さんのご理解、ご配慮によ

って質問の順序を繰り上げていただきまして、まずもって感謝を申し上げ、

お礼を申し上げておきます。ありがとうございました。 

私の方から５点ほど質問を出させていただいておりますが、２点につい

ては既に同僚議員の皆さんが質問もされておりますが、内容を一部視点を

変えて質問をさせていただきますが、まず１点から５点ありますけども、

今回合併をしましてから１０ヵ月。先の市議会議員の選挙は９ヵ月経った

時点での我々の市議会議員の選挙にあったわけですけれども、その選挙を

通じていろいろ政策なり申し上げてきましたが、市民の皆さんが何を望ん

でおるかというのを私なりに感じ取ったものとしては、やはりこの合併に

よって市民の皆さんは非常に不安も持っておるというふうな感じを受け

させていただきました。特に、周辺といわれる町にとっては、そういった

思いが強いということもありました。さらには、そういった不安という中

にもやはり新しくなった市ということで、夢あり希望、そういったものも

抱いておられるということもいろいろと感じをさせていただきました。そ

ういった視点から、まず第１点目の質問というかたちで出させていただい

ていますが、今回の市議会の選挙を受けて市長がどんなふうにこの市議会

の選挙を感じ取られたかというふうな質問をさせていただきました。児玉

市長はご存知のように無投票当選ということで市民の信任を受けられ現

在市政を運営をしておられます。そういった、無投票当選というかたちで

信任を得られたということでありますが、今回の選挙というのは逆に言え

ばそういった民意を感じ取っていく初めての選挙であったということも

言えるというふうに思います。ただ、児玉市長、市のこれからの方針とし

て一番に上げておられる住民自治のまちづくり、これを標榜されてきてお

ります。その実践として今回も地域振興懇談会というものをそれぞれの地

域でおこなわれ、さらには呼ばれれば行くというふうな、そういった身軽

に市民の皆さんと膝を突き合わしての会議というのも随分持たれてこら
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れました。そういった部分で随分市民の皆さんの意向というのが直接感じ

取られておろうと思いますが、全体の市民の皆さんの感じというのは今回

の市議会の選挙で、いろんなかたちで現れてきたのではないかなというふ

うな気がしておりますので、そういった観点から市長が今回の市議会選挙

をどう受け止められ、そのことを今後の市政にどんなふうに反映されてい

かれるのか、そういった点で１点まずお伺いしたいと思います。 

２点目は、先ほども亀岡議員さんからもありましたが、明木議員さんか

らもありました。１７年度予算編成についてということでありましたが、

２名の議員さんがそれぞれ質問されたことで市長も答えられたんで、大方

のことは私も理解させていただきましたが、その中で先ほどの市長さんの

選挙のことにも触れましたが、そういった観点からも言いますと、やはり

１６年度の３月１日から、この１２月までの期間というのはちょうど現在

１５年度の旧６町の決算あるいは１５年度の３月、１ヵ月分の決算を今ち

ょうどしておりますけども、そういった決算の状況も見ます中で、やはり

この１０ヵ月というのは、どちらかといえば合併してきたこれまでのいろ

んな課題なり、いろんな流れを整理をしてきたという時間に費やされて来

たように私は感じております。そういった流れの中から言いますと、本当

の児玉市長の意向を反映された予算というのは１７年度からだというふ

うに私は感じております。多くの皆さんもそんなふうに感じておられると

いうふうに思います。そういったこれまでの１５年度の決算なり、この１

０ヵ月の合併後の整理をしてきた中で、当然合併協議の中で基本計画なり、

いろんな計画というのは作ってきましたけども、市長自らがこの１０ヵ月

で感じ取られた中でいろんな見直し、そういったものを含めて中にはある

んではないかと思っております。そういった観点から現在の市長の１７年

度に向けての思いというのはどんなふうなものがあるのか。さらには質問

でも書いてありますように、政治の世界ではマニフェストという言葉も非

常に使われておりますが、そういった意味合いからしますと市長が今期４

年間かけてどんなふうなことを目標にされてその任期中にやられるのか。

数字目標とまでは言いませんけども、そういった単年度の視点で政策を考

えるというよりは１期４年間での政治の方針というのもしっかり示され

るべき時代に今なっておるんではないかなという感じがしますんで、そう

いった観点から今後残りの３年あまりを含めて１７年度からの方向とい

うのはどんなふうに市長が目標とされていくのか。そういった大きな視点

でのご答弁をいただければというふうに思いまして２点目の質問をさせ

ていただきます。 

３点目はまちづくり条例の制定ということでお伺いしておりますけど

も、これも先ほど言いましたように児玉市長の本当に１番の政治目標であ

ります住民自治のまちづくりということを進めてこられております。旧高

宮町時代、そういったまちづくりをされてこられ全国でも有数の住民自治

のまちづくりとして評価も受けられ、その流れを安芸高田市の中につくっ

て欲しいという市民の願いも現在感じておるのは、私だけでないというふ
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うに思っております。そういった観点から、私も旧高宮町時代にまちづく

り条例で非常に進んだ町も何箇所か視察に行かせていただきました。北海

道のニセコ町であるとか、兵庫県であるとか、鳥取市あたりこういった所

へも行かせていただきましたが、特にニセコ町はまちづくり条例でもかな

り進んだまちとしての評価もあるようです。そういった方向に向けての住

民自治のまちづくりの中での今後のある意味課題になると思いますが、や

はり住民提案そういったものをきちっと受け止められるそういった条例

を含めての制度化が今後必要になってくるんではないかと思います。そう

いった観点から、今後住民自治のまちづくりを進めるにあたって、このま

ちづくり条例とか、あるいはその人材を育成するまちづくり、人づくり基

金事業といったものを案として私の方も掲げておりますが、そういったこ

とを市長の方は考えておられるのか、お伺いしたいというふうに思います。 

４点目。これはもう先ほどから亀岡議員さん、加藤議員さんそれぞれ述

べられておりますので、深くは申し上げるべきではないというふうに思い

ますし、かなり進んだ話にもなってきております。そこで１点、具体的に

消防長の答弁をということも書いてありますけども、いろいろ財政の状況

の中でいろいろ工夫が必要なんだというお話も、市長なりもされておりま

すが、人件費の問題ということですから、先ほども加藤議員さんの話の中

にありましたように、１０名から１１名の体制の中でやるというようなこ

とでありますが、現在５４０名でしたかね、職員の数が。その中で消防署

が５０名というふうな職員体制だというふうに認識をしておりますけど、

今後職員の体制も今後見直していくというかたちの中にありますが、そう

いった一般職も含めた職員の体制をいろいろ工夫する中で、県と市で人事

交流とかいったものをやっておりますが、安芸高田市の中でもそういった

一般職と消防署の職員との交流というようなことも含めていろいろ工夫

もできるんではないかなというふうな気がしております。要は全体の財政

をいかに少なくしていくかという中で、補うべきところは補っていくとい

う方法が必要だろうというふうに思いますので、そういった観点から実務

的にどうやればどんなふうになるのかというようなもしお考えがあれば、

是非お聞かせ願えればさらに一歩進んだ議論ができたというふうなこと

になろうかというふうに思いますので、そういった観点でのご答弁をお願

いしたいというふうに思います。 

５点目は、市と吉田病院との連携ということでありますが、以前にも議

員のみなさんからも吉田病院の評価については、いろいろご意見があって

おります。そういった市民の不安という声を病院に届けるというのも市の

大きな役割ではないかというふうに思います。そういった観点から市とし

て厚生連吉田総合病院に対してどんなふうな評価を持っておられるのか。

あるいは厚生連の総合病院とどんなふうな関係でそういったことをもし

やっておられれば、どういうふうなことをやっておられるのか。そういっ

た観点でお聞きしたいというように思います。極端な話をすれば非常に表

現は悪うございますが、市民のみなさんに本当に言葉が厳しいものを受け
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止めておる言葉には殺そう思うんなら吉田総合病院に入れなさい。という

ふうなところまでの言葉がでるという状況であります。そういったことを

やはり放っておくということには、市としても市民の不安を除くという点

からは、できないというふうに思いますんでそういった厳しい意見もある

ということの中で、是非とも市の方がそういった取り組みをしていただけ

るような方向でのご答弁をお願いしたいというふうに思います。 

以上５点ほどご質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

◯松 浦 議 長  ただ今の質問に対し、答弁を求めます。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   はい。熊高議員さんのご質問でございます。まず、最初の市議会選挙を

受けて、今後の市政についてという問題と、それから次の２点目の平成１

７年度の予算編成についてと、こういうことに、この２つは併せて答弁を

させていただきたい、このように思います。 

ちょっと質問の趣旨が十分私の方へ入ってきておりませんので、答弁書

を書いたものとちょっとそれるかもわかりませんが、お許しをいただきた

いと思います。 

市議会議員の選挙ということで、私は議員さんの全市一区という判断と

いうのは正しかったんじゃないかと、このように思います。状況によって

は選挙区をつくってという合併市町村もあるわけですが、そういう意味で

は本当に安芸高田市全体を見渡した選挙が行われたんではないかと、この

ように思うわけでありまして、非常にそういう点では皆さんの全市一区と

いう判断に対して敬意を表したいと思いますし、市民の関心も投票率から

見ると非常に関心が高かったと、このように私は考えております。非常に

広い範囲でございますので、皆さんの訴えがどの程度全市に通じたかとい

うのは、私もちょっとはっきり分かりませんが、今後、ひとつ今までの選

挙で得られたいろいろの情報を、新しい市のために活かしていただければ

と、このように思います。 

それから新しい市の基本的なまちづくりについて、そういうようなお話

しもありましたし、厳しい財政の中でこの予算組みをどうするかという問

題もあったわけでありますが、実は二十日ぐらい前だったか、東京へ行っ

ておりましたらテレビ朝日の記者が私のとこへ電話をしてきまして、ここ

へ電話をしたら、東京へ行っとるということであったようで、私の携帯へ

電話をしてきて、「ちょっと市長、１時間ぐらい話を聞かせてもらいたい

んじゃが」と、こういう話がございました。 

それで、私はもう１１時半の飛行機で出るようになっとるんで、「ほい

じゃあまあ、朝８時半に起きがけに行くけえ、ホテルでちょっと逢うてく

れ」ということで、１時間半ばかし、ホテルで話をさせてもらったんです

けど、これはサンデープロジェクトいうのが、日曜日に田原総一郎がやっ

ておる番組でございますが、この番組で合併の問題を取り上げたいんだと、

こういうことであったようでございます。なんで私の話を聞きたいんかと

言うたら、実は今もう全国３月の３１日の期限切れにもってって、特に東
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日本が一斉に合併に走り出した。東日本はテンポが遅かったんですね。と

ころが、あとからこれはもういけんということで、何が何でも３月３１日

までに合併するという動きがあるんだと。そういうことで、早う言えば理

念なき合併が今行われておるんだと。そういうことで、｢そんじゃあ、何

でわしの話が必要なんか｣言うたら、安芸高田市は３年ぐらいかけてじっ

くりと合併を協議をしてきたと。その中で、ソフトの面の最大の柱を住民

と行政の協働のまちづくり、いわゆる住民自治のまちづくり、それを中心

に据えた合併をしておると。この話が聞きたいんだと、こういうことのよ

うです。やっぱり将来どうしても合併したら、もう金がなくなることは分

かっとるんだ。だからソフトをどがにいするかというのが合併の大きな課

題なんだが、安芸高田市は早くからそういうものを中心に据えて合併をさ

れたと。その話を聞きたいんだと。このような話であったわけでございま

して、我々も我々がやってきたことが、あまり間違いじゃなかったのかと、

こういうような感じを持ったわけでございまして、やはり今後のまちづく

りというのは、もう金がない時代に入りますし、もうハードもぼつぼつ終

わりに近い時代になったということなんで、どうしてもこの住民と行政の

協働のまちづくりという、いわゆるコミュニティのある地域をつくってい

くと、そういう中で大都市に近いコミュニティのある自然の環境に非常に

恵まれた、そういう住むのには非常に環境のいいまちをつくっていくと、

こういうのが今後のまちづくりのもとになるんではなかろうかと、このよ

うに私は考えておるわけでございます。 

そうは言いながら、まだまだやらにゃあいけん問題がたくさんございま

す。先ほど来申し上げますように、合併特例債のある中に、できるだけ早

くそういうものをつくらにゃあいけんハードは、箱物はやっておきたいと、

こういうことでございます。現に、もう私が前から申し上げておりますよ

うに、これほど合併が進めば、合併特例債ももう種が切れると、こういう

ことを話しておりましたが、現にもう既に県の指導がそういう方向に来て

おるということで、今までは合併特例債でやっちゃろう言うたものが、こ

の間県へ行ったら、これは合併特例債にならんと言い出した。こういう問

題がございますので、ひとつ、早くやらにゃあいけんものは特例債でやっ

ておく必要があろうと、このように考えておるところでございます。 

したがいまして、やはり道路もやらにゃあいけんですし、上水も下水も

やらにゃあいけんのですが、やはりこれらは順次計画をしておりますので、

その計画どおり順次やっていけば、私はもうできるというように考えてお

ります。ただ、一番心配しておりますのは、上水、下水が莫大な今から金

を食うと、こういうことでございますので、上水、下水をもう一遍見直し

をしていく必要があるんじゃなかろうかと、このように思います。 

例えば農業集落排水、これは農林省の補助金、これはあれで安くできる

んです。あれで安くできるとこでもやはり１戸あたり８００万円くらいか

かると。事業を算入すりゃあすぐ戸数から出るわけですが、単独のいわゆ

る個別でやる合併浄化槽がありますが、これは大体１００万円出しゃあ１
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戸あたりできるというのが相場になっております。これも歴然と算入すれ

ば分かる問題であります。したがって、そこらの見直しもやはり今後やっ

ていく必要があるんではなかろうか。今まで景気のええ時代は、少々銭が

要ってもですね、もうやりゃあええということであったわけでございます

が、今後はやはりそういうところにも少しずつ見直しをしながら、やはり

コストの安いものをやっていくというような、個別の合併浄化槽なら思い

ついたら１件ですから来年でもできると、こういう問題があるわけでござ

いますので、あこらが非常に、ここ２、３年ものすごい勢いで様子が変わ

ってきたと、こういうことがございますので、そういう点の見直しもやっ

ぱりしてこにゃあいけんと思いますので、いろんな面で合併基本計画の中

にある問題も、やはりどのようにしたらこの計画が、コストが安くできる

かということを、もう一遍計画を見直しする必要があるんじゃなかろうか

と、このように考えています。 

それから、まちづくり条例の問題については、答弁書を書いております

のでちょっと読ませていただきますと、安芸高田市のまちづくりの基本は、

参加と協働であり、そのためにはまず地域で行政と住民が協働する場とし

て住民自治組織の育成強化を図っているところでございます。また、住民

の意向や要望が施策や制度に反映する協働の場として、まちづくり委員会

を設置することとし、現在、各連合組織から４名ずつ、全部で３２の自治

組織がございますが、この中から４名ずつ、計２４名の代表を選出してい

ただいて、今まちづくり委員会の準備委員会を会議をしておるところでご

ざいます。 

まちづくり条例につきましては、住民参画、協働のための制度が体系化

されたもので、行政運営の基軸として位置付けられるものであり、行政の

積極的な情報開示と説明責任を義務づけるとともに、政策形成段階からの

住民参加、さらには効率的な市政運営を行うための行政評価、事業評価の

あり方等を明らかにするものであると考えております。 

本市ではまず協働の場として住民自治組織の育成強化、まちづくり委員

会の設置と運営に力を入れていくとともに、協働の前提であります情報の

共有に向けた取り組みを、当面強化して参りたいと考えております。 

また、発足しますまちづくり委員会では、当然まちづくり条例について

議論がなされるものと考えており、本市といたしましても積極的な対応を

して参りたいと考えております。なお、協働のまちづくりには、人材の育

成が不可欠であり、議員ご提案の、まちづくり、人づくり基金事業につい

ては十分理解できますので、検討する時間をいただきたいと思います。 

それから、次の救急車の問題でございます。これは今まで回答をさせて

いただいたとおりでございますが、問題はやはり人件費をどういうふうに

節約するかということでございまして、ご提案のような現在の人員の中で、

何とかやりくりができんかというようなご指摘もありましたんで、そこら

も併せて検討させていただきたいと、このように考えておりまして、今後

職員を新しく、おそらく来年度も新規職員、本年度も新規職員の採用はゼ



 110

ロでございましたが、おそらく来年度も新規職員の採用はゼロということ

になろうかと思いますんで、これがために消防職員だけを１０人新規採用

するということは、ちょっと私は無理がくるんじゃなかろうかと、このよ

うに考えておりまして、そこらは今後十分、どのようにしたらいいかとい

うことを併せて検討していく必要があろうと、このように思います。 

それから、市と吉田病院との連携の問題でございます。現在、安芸高田

市と吉田病院は、吉田総合病院運営協議会というのを設置をいたしまして、

安芸高田市は吉田総合病院を安芸高田の中核病院と位置付け、協議会を設

けておるところでございます。それで、今までも特に吉田病院は安芸高田

市の中核病院ということで、特に広域連合の段階ではかなりの吉田病院の

支援をして参りました。今後も物資両面にわたって支援をしていく必要が

あろうと、このように考えますが、物の面についてはなかなか財政が厳し

いんで、具体的な問題はなかなか難しいんですが、広域連合の段階では県

が支援してくれました１０億の事業の中で吉田病院へかなりのものを支

援したと、こういうことがあるわけでございます。そういうことで、吉田

総合病院運営協議会というのは、高田郡時代から各町の町長を中心にして

協議会を設けておったわけでございますが、特に先ほど来お話しがありま

すように、吉田病院に対するいろいろの要望、苦情、そういうものがなか

なかこの今までの運営協議会では定期的に年に２遍ぐらいやるんですが、

伝わらないという点がありますので、もう少し事務レベルの協議会を、私

はつくって、具体的な吉田病院との市民との中を取ると、こういうことが

必要ではなかろうかということを、今考えておるところでございます。 

いずれにいたしましても仮にその市民病院として運営したと仮定しま

すと、それはやはり莫大な財政の負担になりますので、やはり今まで何十

年、あれは昭和１７年の創設でございますので、６５、６年経っとるんで

すか、の歴史のある中核病院でございます。これは初めは双三郡、山県郡、

高田郡の組合立病院としてできたものでございますので、十分この病院を

我々は活かしていくということが大事なことであろうと思います。お医者

さんの問題につきましても、運営協議会の度に医者さんをころころ変えて

もろうちゃ困るというのはいつも話をするんですが、最近はちょっとやは

りあまり変わらんようになったようでございますが、医者さんだけの人事

は誰も手が出せんということなんで、広大のいわゆる広大系でございます

ので、広大の教室の教授の意向で、右左どがにいでもなるんだということ

で、医者の人事というものは非常に難しいようでございます。しかし、聞

くところによりますと、やはり吉田病院のところなら５人ぐらいベテラン

の医者さんがしゃんとしとりゃあ、あとはそれが指図して新しい医者さん

が十分に使えると、こういうような、これはお医者さんの専門に聞いたん

ですが、どこもここも新しい、古いんばっかり、ベテランばっかりいうこ

とにはならんのだと、こういう話のようでございます。具体的に今後事務

レベルの打合せの会を作っていきたいと、このように考えております。 

◯松 浦 議 長  答弁を終わります。 
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再質問はありますか。 

◯熊 高 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長  １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員  大方には理解はさせていただきましたが、特に市長に１点お願いしてお

きたいのは、１７年度の予算編成に向けての、今ちょうど時期になってこ

ようと思いますが、質問にも書いてありますように、今後市長任期中にで

すね、合併の基本計画に沿ってやられるということでありましたが、先ほ

ども答弁の中にありましたように、上下水道を例えて言われましたように、

やはり合併の協議では見えて来なかった部分というのは、やはりこの１０

ヵ月間で見えてきた分も先ほどの例のようにあろうと思うんですね。です

から基本計画に沿っていくということは当然のこととしても、やはり一た

んそういった中身を吟味した時に、やはりこれは英断をもって変えた方が

いいというふうな部分も、先ほどのようにあればですね、しっかり積極的

にそこらはそれぞれの部署の皆さんと協議をされて、見直しもきちっとや

っていくと、こういうことも含めてですね、１７年度の是非予算の施政方

針の時には今後残りの期間も含めてですね、マニフェストということまで

はどうかと思いますけども、市長のやはり任期中にここと、ここまではや

るんだというふうな方向までは示すような、是非施政方針を聞けるように

頑張っていただきたいなというふうな気がしておりますんで、お願いをし

ておきます。 

それからまちづくり委員会、これは当然いろいろ考えてもらっておるよ

うですが、現在まちづくり委員会がどのような状況までいっとるんか、も

う少し具体的に進捗状況あるいはまちづくり委員会に出ておられる振興

会の代表の皆さんだろうと思いますが、そこらの議論の状況がどんなふう

な状況で今進んでおるんか、今後スピードとしてどんな感じでそのまちづ

くり委員会というものを中心に、住民自治のまちづくりが安芸高田市に定

着あるいは進んでいくのかと、その辺の見通しなり、今後の市としての希

望も含めてですね、お考えがあれば、もう少し詳しくお答えを願いたいと

思います。その中でまちづくり条例というのはこういうふうに必要なんだ

というふうな、担当の方からもご答弁をいただけたらというふうに思いま

す。 

まちづくり、人づくり基金も今後検討していくというふうなご答弁をい

ただきましたんですが、特に地域振興会や個人の希望者、そういった方々

に資金の手だてもする中で、しっかりと早く人材あるいは組織を育てると

いうような方向で、早急な取り組みをこれもひとつお願いしたいと思いま

す。 

救急の問題ですが、これもあまりしつこくなってもあれなんですが、人

材ということで市長は答えられましたけども、要は現在の人員というのは

増やすことは難しいだろうということを当然理解できます。ですから今の

５０名の中でそのものを賄っていくということになれば、現場の方として

のひとつのやはり取り組み、これまでの取り組みの中で、どこを工夫をし
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てどうやろうかというふうな、いろいろ検討もされておるんじゃないかと

思いますんで、できれば市長の答弁された以上のことは、消防長もお答え

されませんが、そこらが現場のサイドとしてですね、お考えがあれば是非

お聞かせをいただきたいというふうに思います。 

それから吉田総合病院の件についてですが、市長の答弁はこれまでの答

弁とあまり変わっていない答弁でありましたが、もう少し具体的に言った

方がいいんかなという思いで申し上げますけども、ちょうどこの一般質問

を出したのが１２月１０日に出させていただきました。ちょうど昨晩、私

ごとですけども、父が亡くなりました。吉田の病院で大変お世話になって

おりましたが、これがちょうど１２日の夜１時半くらいに、いわゆる看護

婦さんが巡回をされるときに、心臓も息も止まっておったということで

我々に電話がありまして、それが１時半ぐらいでありましたが、２時に

我々が駆けつけて、心臓が止まっておったのを、先生方２人ぐらいで人工

呼吸で心臓マッサージですかね、これを一生懸命やっていただいておりま

したが、我々が行った瞬間、これが奇跡なんかという思いがしますけども、

行った瞬間に心臓が動き始めまして、それから既に３、４０分は呼吸が止

まっておりましたから脳には酸素が行ってないというふうな状況であり

ましたんで、脳死状態に近いようなことで１週間おりました。で、昨晩息

が途絶えたと、心臓が止まったわけですけども、人工呼吸をやっておりま

したが、そういった流れの中でで、やはり夕方少し呼吸が苦しいといった

ような状況であったということですけども、その状況にあっても通常の巡

回しかしておらなかったというふうなことだと思うんですね。やはり患者

に合ったような対応というのが当然必要じゃないかというような、我々は

思いがしたんですが、そのことを院長にいわゆる苦情の紙を入れる箱を設

けておりますが、私はそれに入れたんですが、もう４、５日経ちますが、

何ら返答というのはないんですね。そういったことからしてもやはり病院

の対応というのは、患者に対して非常に誠意がないというふうな、私自身

も気がしております。そういったところからすると先生も非常に現場では

一生懸命やって下さっておるんですが、看護婦さんも本当に少ない人員の

中で大変な労力も使っていただいております。ただやはり組織としてそう

いった体制づくり、あるいは指導体制、そういったものが基本的に欠けて

おるんではないかという気がしますんで、是非とも運営協議会等やられて

おるということでございますが、やはりそういった安芸高田市の市民は中

核病院ということで、病院は選ばれるという状況にはありますが、実際問

題、この地域におる人間にとっては選ばれないというのが本当だと思うん

ですね。そういった観点からも市はもう少しその病院の実態というものを

把握をされ、あるいはできれば市の方で市民のそういった意向調査を是非

ともやっていただいて、どういった状況があるんか、いい先生もいっぱい

いらっしゃいますし、いい評価も逆にたくさん聞いております。そういっ

たことも含めてしっかり市民の評価を吸い上げるような立場に、市はなっ

ていただいて、安心して病院へ行ける、そういったことをつくるというの
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は、市としても市民に対しての当然の責任だと思いますんで、そこらをも

う少し前向きな取り組みをするというようなご答弁をいただきたいと思

っておりますんで、再度お伺いします。 

◯松 浦 議 長  ただ今の質問に対し答弁を求めます。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   合併建設計画にある事業の、もう一遍精査をしたらどうかということで

ございますが、先ほど来下水の問題も申し上げましたが、上水についても

やはり同じ問題が言えると思いますんで、やはり上水はかなり金がかかる

んですね。道路の下へパイプを埋めていくという問題がありますので、お

そらくかなり１戸あたりにしたらかなりかかると思いますんで、それから

上水はせっかく全部やっても入ってくれにゃあ事にならんということな

んで、なかなか加入率が悪いという問題があるんです。加入率が悪けりゃ

あ、結局上水は赤字が出ると。赤字が出ると一般会計で補填せにゃあいけ

んという問題があるわけで、そこらを今後もう一遍精査をしてですね、無

理な上水を引かん方法もあるんじゃないだろうかと。例えば、平成６年の

大干ばつ以来、双三郡とか、比婆郡とか三次の方ではやっとるんですが、

もう点々とあるところは簡水を引かんと。そのかわり１戸あたり４０万ぐ

らい補助金を出してやるから打ち切りの補助金を出して、ボーリングして

くださいと。今頃は１００万ぐらいを出しゃ、ボーリングができるんで、

箸の先ほど水が出てもね、タンクを据えときゃあ十分賄えるというような

話で、そこらの方がかえって安上がりでつくと。あとの管理も何も要らん

と。電気代もみな自分で持つという問題がありますんで、あこらを私はも

う一遍考え直しをせにゃあいけんのじゃないかと、このように思うわけで

ございます。 

それから、まちづくり委員会の具体的な問題については、これは部長の

方から答弁をいたしますし、また救急の問題についても消防長の方からま

た補足の説明をしていきたいと思います。 

吉田病院の問題については全くそのとおりでございます。ただ、具体的

な問題を提起してやらんとですね、評判が悪い、評判が悪い言うたんじゃ

あ、わからんので、そこらはやはり具体的にここでこういう問題、先ほど

ご指摘のような、ここでこういう問題があって、ここを直さにゃあいけん

という、やはり具体論をですね、今後、情報で流してやる必要があろうと

思いますんで、そこらのシステムを今後考えていきたいというように思い

ます。 

◯松 浦 議 長  引き続き答弁を求めます。自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  まちづくり委員会についての質問でございますけども、まず進捗の状況

でございますが、現在の段階で３回の委員会をしておりまして、基本的に

はそれぞれの地域振興会の中でいろいろ活動していただいておりますけ

ども、そういった事例を報告したり、また先進の事例等の発表等をしなが

ら、まず地域の中で基本的な活動のあり方、さらには組織というのはどの

ように構築をされてくるべきか等々の問題について、この間研修もし、議

論もしてきました。と申しますのも、いわゆる３２の自治振興会、３０年



 114

の歴史を持つものから、言ってしまえば数ヵ月の歴史しかないというもの

までございますので、まず地域の場で協働ということをどのように構築し

ていくのかという議論を、この間させていただきました。 

で、これが終了いたしましたので、年が明けますと、そしていわゆるま

ちづくり委員会という協働の場でどのような機能を持たせ、そしてどのよ

うな組織をつくっていくのかと、こういった議論に入る予定にしとるとこ

でございます。いずれにしましても１月にはある程度具体的な条例案等、

たたき台を示させていただきまして、その中で具体的にご議論をしていた

だく予定にしております。この３月にはまちづくり委員会の設置条例とい

うかたちで、議会の方へご提案をさせていただければというふうに考えて

おるとこでございます。 

また、まちづくり条例につきましては先ほど市長が申し上げましたよう

に、こうしたまず協働の場での実績を積み重ねながら、その中でいわゆる

地域と行政の協働のまちづくりということの中で、体系化された施策を一

つひとつチェックをしながら、まちづくり条例というかたちで体系化して

いきたい。 

先進の事例によりますと、まずまちづくり条例ありきということもある

ようでございますが、私のところはやはり足下から作り上げていくという

ことの中で具体化を図るべきだろうというふうに考えているところであ

ります。 

次に基金条例につきましては、実は議会からのご指摘もございましたけ

ども、現在各町単位で４００万円のいわゆる基礎的な補助金と、それから

実績に応じました３００万の補助金がございますけども、これらのいわゆ

る交付のあり方等々も、１月からまな板に上げて、それぞれの協議会の中

でもご議論をいただきながら、最終的にはまちづくり委員会ということの

中で最終整理をしていきたいと。住民参画の中で整理をしていきたいとい

うふうに考えていますが、３０億のいわゆる合併特例債を使いました基金

の活用等の問題も、今後出て参りますので、そういった意味ではそこらと

総合的に整理をしていきたいというふうな考え方を、現在持っておるとこ

でございます。以上であります。 

◯松 浦 議 長  続きまして、消防長の答弁を求めます。村上紘君。 

◯村上消防長  議長。先ほどの熊高議員さんのご質問は、現場を担当しております職員

として、分駐所問題についてどのように考えておるかというご質問だと承

りました。６月議会でも分駐所問題は出ておりますし、私どもとしまして

は、消防力は強化されていくということに関しましては、現場担当者とし

ては、その問題につきましては当然ありがたいことだというふうに考えて

おることは、市民の立場に立っても同じだというふうに思っております。

ただ、行政全般を考えていきますと、市長の方からご答弁がありましたよ

うに、財政上の問題等も踏まえながら全体的な効率的なバランスのいい行

財政を進めていくということから考えますと、消防担当の考え方だけを、

ただ一方的に申し述べるということは非常に問題があろうかと、私どもは
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受け止めております。市長の方からも、ベストという考え方と、ベターと

いう考え方もあろうかと思いますけども、市長の方からも分駐所をつくる

とする場合、可能性のあるものについてどういう方法があるかということ

を、いろんな角度から検討するように指示をいただいております。もちろ

んその中には財政上の問題を抜きにして考えますと、増員をして設置をす

るということで問題解決になるわけですが、財政上の問題は避けて通れな

い問題でございますから、十分そのことも踏まえた上で、どういう方法が

あるかということをですね、いろんな角度から検討するように指示をいた

だいております。その指示の中に先ほどございました行政職の職員をもっ

て対応することができないかという問題も含まれております。公安職と行

政職というのは、業務遂行の観点から見ますと大きな違いがございますの

で、行政職の職員イコール公安職の職員に即立場を変えるだけでできるか

ということになりますと、いろんな問題がそこに絡んで参りますので、そ

ういう問題も一つずつ問題解決を図る方法がないかと検討しながら、何ら

かの方向づけのかたちを出していくという方向で、今検討を進めさせても

らっているということで、私の考え方ということにさせていただきます。 

◯松 浦 議 長  答弁を終わります。 

それでは、お諮りします。 

この際、１４時１０分まで休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後２時０２分 休憩 

午後２時１０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長  それでは時間が参りましたので、休憩前に引き続き再開いたします。 

引き続き、質問の通告がありますので発言を許します。 

１５番、山本三郎君。 

◯山 本 議 員  議長。１５番山本が通告書に基づきまして２件ほど質問をいたします。

まず最初に、支所機能についてお伺いをいたします。既に安芸高田市とな

り、１０ヵ月を過ぎんといたしております。合併にあたっては６町が調査

研究を重ねて、基本計画を示され合併に至ったわけでありますが、また、

新市計画については合併による効果を全体に波及し、合併による不安を出

来るかぎり解消するまちづくりを基本にし、スタートされました。それに

おいて、また合併当初より不安として住民が心配されていたものが何点か

あります。心配されました内容につきましては、まず行政サービスの低下

への不安。また次には役場への距離が遠くなるための利便性の低下がする

不安。そして、公共料金等の住民負担の増加への不安。また、次に中心部

だけが良くなり周辺部が取り残される不安。また、それに地域の伝統や歴

史、文化コミュニティーが失われる不安。それに特に心配されるのは財政

状況の格差が生じる住民不平等感の懸念というものが多くの何点かの不

安を持っての合併のスタートでありました。そうした不安を住民に説明を

されながらこの合併を契機とし、これまでの行政サービスや仕組みを見直
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すことにより住民サービスの向上を図ることが重要であるということを

各６町へそれぞれ合併にあたっておられました協議会の代表が説明をさ

れたわけであります。そうした中で、次に支所機能についてでございます

が、支所は八千代町、美土里町、高宮町、甲田町、向原町に支所を役場に

置く。そして住民サービスの低下を招かないように支所機能の充実に努め

るとされるという中で１０ヵ月が経過しております。そうした経過の中で

１７年度の新年度を迎えるにあたるわけでありますが、支所機能の見直し

が私は必要であろうと考えるわけであります。そうした見直しにつきまし

て、市長の見解をお尋ねいたしたいと思います。 

次に２件目といたしまして、向原駅、これは複合施設で向原町の多目的

集会所ということに名称がなっております。この向原駅多目的集会所は、

昭和６１年頃だったと思いますが開設いたしまして、芸備線広島、三次間

の駅として目新しい多目的駅として、当時の時代としては注目を受け、ま

た脚光も浴びた施設でありました。全盛期は１階部分の地場産業として貸

店舗は５店舗が営業され、利用者も多く向原の表玄関である玄関口として

は、人の出入りも多くにぎやかで活力がわいた一時期がありました。しか

し、日本経済の冷え込みの兆候が始まり不景気となり、一つひとつと店舗

も営業をやめて、一昨年以上前に１店舗が頑張って営業をされていました

が、これも経営難となり営業をやめられたわけであります。その後、その

最後のやめられた経営者の後始末の問題で、再開発するべき時期が遅れた

経緯もありますが、しかし向原町民といたしましては、向原の表玄関の玄

関口である駅ビルの１階部分の再開発を早期望む声が強く、行政を幹事で

ある施設でありますので、住民が求めておられます。その１階部分の開発

について、早期検討を考えるべきだろうと思いますので市長の見解をお尋

ねするものであります。 

以上２件を質問といたしまして、再質問は私の自席の方から再質問させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長  ただ今の山本議員の質問に対して、答弁を求めます。市長、児玉更太郎

君。 

◯児 玉 市 長  ただ今の山本議員のご質問にお答えをいたします。まず、支所機能につ

いてのお尋ねでございますが、市民の皆さんに対する行政サービスが低下

しないようにすることが、支所機能について考える場合の基本となります。

求められます支所の機能といたしましては、市民の皆さんの総合窓口的な

業務が主な仕事になるものと考えられますが、行政改革の中での議論など、

市民の皆さん方の支所に対するご要望等、十分把握いたします中で、見直

し等の取り組みを進めて参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りた

いと思います。 

何にしてもまだ１年が経っておらない状況でございます。この１年とい

うのは、やはり合併の初年度で、いろいろ試行錯誤のあった１年であろう

と思います。そういう意味で、まず住民のサービスを低下しないようにと

いうことが一番大きな目的であったわけでございまして、当面はそれぞれ
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その地域懇談会、また地域振興会の懇談会を通して、あんまり合併して毎

日の業務と言いますか、市民の皆さんが役場へ行ったときに、前とものす

ごく不便になったという話は、私の耳にはあまり入ってこないわけで、当

面の皆さんの必要な例えば住民票にしても、戸籍にしても、印鑑証明にし

ても、それぞれ届けにしても、当面は支所で全部窓口を開いておりますの

で、皆さんは本庁まで来られることはまずないと思いますが、そういうこ

とで、あまりひどく不便という声はあまり聞かないわけでございます。そ

れでも、それぞれまた議員さんの耳にはこういうところを改善したがええ

んじゃなかろうかと、このようなご意見が入っておれば、また聞かせてい

ただければと、このように考えておるわけでございまして、今後１年を来

るにつけて、改善すべきところは改善していきたいと、このように考えて

おるわけでございます。 

それから、向原駅ビルの多目的複合施設の再開発についてでございます

が、この施設はご存知のように昭和６１年に向原駅周辺整備事業として、

当時の農林水産省、厚生省、並びに県の補助事業で整備されたものでござ

いまして、１階は地場産業振興センター、２階は児童館、３階は集会所と

なっておりまして、非常に当時は斬新、新しい試みとして各方面から関心

を呼んだ施設であるわけでございます。ご指摘のように、１階部分の地場

産業振興センターの活用については、当時町と商工会が協議を重ね、地場

産品の販売と併せて小規模スーパーを誘致し、営業しておりましたが、平

成１５年の４月にスーパーの経営者が突如失そうしまして、その後破産宣

告を受け、旧町におきましては権利関係、物品の撤去等、内部整理に苦慮

をされておりました。ご質問の再開発の検討をということでございますが、

これまでの経過から向原町商工会へ地場産業振興センターの利活用につ

きましての検討をお願いしているところでございます。また、地元の地域

振興会からの特色ある地域づくりの、向原駅活性化事業に取り組みたいと

の考えもお聞きいたしております。 

いずれにいたしましても、閉店から１年８ヵ月経過しており、安芸高田

市の玄関口としてふさわしいものとなるよう、今年度中に関係団体との協

議の上、新年度においては、１階部分が再開できますように調整していき

たいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。窓口は産業振

興部の方が、今あたっておるところでございます。 

◯松 浦 議 長  これで、市長の答弁を終わります。 

再質問はありますか。 

◯山 本 議 員  はい。 

◯松 浦 議 長  再質問を許します。山本三郎君。 

◯山 本 議 員  はい。まず最初に支所機能についてでございますが、市長は市民から今、

各支所に対しての住民サービスの不安については、いろいろ市民から不安

があったような声をあまり聞いとらんというようなお話でありましたが、

ただ市長が申されますように合併をいたしまして今１０ヵ月あまりでご

ざいますので、今からいろいろな不安等については市民から声が出ること
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は、私はあると思っております。そうしたことにつきまして、まず私が考

えますのは、企業で例えますと本庁と支所という、企業で例えますとです

ね、支所は会社の利益を生み出すところの一番現場の先端で活躍するとい

うのが支所であるし、またそこで一生懸命するのが支所の職員というのが

企業で例えますと、私はそう感じるわけですが、その支所の現場で一番先

端でいく住民との対話を肌で感じる支所の職員、これは住民の声を一番収

集を得るのが、私は支所の職員だろうと思いますし、それをまた総合的に

その職員の意見をまとめて、そしてその支所長がいろいろ支所で対応する

いうのが、これが支所の役目であると。それによって企業で例えれば会社

の利益を生み、会社そのものが経営していくというようなものだろうと私

は思います。そうしたときにひとつ今までの１０ヵ月の経過の中で、各支

所長と本庁とでの間で、定期的にはいろいろ支所の意見をまとめたり、い

ろいろそれに対するお互いの意見交換はされたと思いますが、そういう内

容の中で、支所長等らがどのような問題を掲げて、そして本庁とでどうい

う点がこの１０ヵ月の間で改善された部分があるならば、それもあれば、

ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

そして、まず１つは、私が思いますのは、この旧５町がまず支所で体制

をする２２人の職員体制ということで、先ほど来、他の方の質問におきま

してもそれぞれ合併をする以前の業務の窓口は、ひとつも減ってはおらな

いわけです。その窓口を支所が受け持って、それの体制は２２人体制、非

常に職員が少ない中で職員が頑張っておる。そして市長も申されるように、

住民に不安を与えてはならないというのを、職員も大原則でありますので、

いろいろな支所での窓口業務で混乱することも、一生懸命にしながら、そ

れを外部へ漏らさないということで頑張っておるのが事実であります。そ

うした中で、この市民生活課の中の福祉係というのが、どこの各支所でも

対応されておるんですが、この福祉、本庁にはですね、一応福祉の保健部

の中に先日も福祉部長が申しましたように、福祉事務所を設け、その中で

社会福祉課あるいは社会福祉係が８名、そして児童福祉係が６人、障害者

福祉係が３係、それにまた高齢者福祉課という中で、それぞれ係が３人、

介護保険の係も２係の中で６人と、いろいろ課がですね、３０人あまりの

職員で体制をされておるということでありますが、この支所におきまして

の窓口、これはこの保健福祉あるいは幅広い中での支所の職員は対応して

おります。これはもちろん市民係も全部支所でやっておるわけでございま

すが、そこらの今後の改善が、私は非常に大切ではないかと思うわけであ

ります。市民係がいろいろ扱っておる中では、いろいろ旧町からの時代の

各種団体のものも事務局として多く取り扱って業務をしております。今こ

の将来、合併においてはその人件費の節減とか、職員の削減というものも

非常に視野に入れておられますけども、私は住民の不安をまずなくする、

そして合併のスタート時期においては、急いで支所の方にですね、人員を

削減するということは、私はできることなら避けていただいて、まず市民

が安心して支所で窓口業務ができるという体制を、まず取っていただくと



 119

いうのが一番ベターなスタートの時点だと思うわけであります。 

向原町で例えば市民生活課あたりが各種団体の事務を扱うと、今やって

おります窓口がですね、安芸高田市の向原町人権対策協議会とか、公衆衛

生協議会の向原支部とか、あるいは青少年育成安芸高田市向原支部とか、

いろいろ老人会の連合会のあれとか、身体障害者のとか、すべていろいろ

なものの各種団体の窓口を市民係の窓口がやっております。そういう中で

支所の職員体制がどうかというのは非常に無理な体制であると思います

ので、私はこれからの１７年度への見直しについては、やはり支所の十分

の意見を吸い上げて、それでしっかり議論をしていただきたいと、私は思

います。 

次にもう１点、支所で私が気にしておりますのは、出納事務についてで

ございます。安芸高田市がスタートいたしまして、指定金融機関制度を導

入され、そしてＪＡの職員がそこへ支所へ住民が金を持って来られたのを

それぞれ整理するようになっておりますけども、実際に現状ではそこの支

所の職員の中で、この出納の窓口をやっておる状況で、夕方金を集金に来

るのがＪＡの仕事のような感じになっておると私は聞いております。そう

した中で、まず金銭を扱うというところは、人間が、それぞれ職員がです

ね、入れ替わり立ち替わり替わるようですと、やはり公金を扱うのでござ

いますので、もし過ちがあったりそうした過ちが生じた場合の問題がです

ね、非常に職員に対しては不安を持たれるということがありますので、そ

こらの出納事務につきましてもしっかりとしたこれからの見直し、特にＪ

Ａの方では来年度へ向けては各支所へのそういう収納体制については職

員の今後見直しをして、支所への職員の配置はなくさなくてはいけないん

じゃないかという。ＪＡはＪＡなりの人件費の節減等でですね、考えられ

て、そういうＪＡからの向原支所への職員配置についても、来年は変わっ

てくるんじゃないかというようなことを考えますと、これらの出納事務に

つきましても、しっかりと見直しをし、その見直しをする部分につきまし

てはやはり支所の支所長であるいろいろな意見を取り上げながら、できる

限りのものを住民に不安を与えないということで、やっていただきたいと、

このように思っております。 

次に、多目的集会所、向原駅の複合施設でございますが、先ほどの市長

の答弁ではこの商工会、あるいは地域振興会あたりでいろいろ検討を加え

ながら回答、早期開発をするようにしなくてはいけないというようなご答

弁でありますので、私もこの向原駅の表玄関の早期、住民が安心し、また

賑わいが取り戻せるような駅の１階部分というものを早期にお願いした

いと思いますが、この後始末ということで、ちょっと時間がかかったこと

で、再開発が遅れたということも分かりますけども、住民といたしまして

はですね、何としても一番向原町外あるいはそれぞれのＪＲを利用される

方々の利用者が見た感じで、あまりにも寂しい状況が続くようですと、非

常に将来の向原駅の開発にも影響してくるかもわかりませんので、是非早

期、早い段階でこの問題を向原町の各種団体と協議をされ、そして行政が



 120

しっかりとリーダーシップを取っていただき、向原町民の納得のできるよ

うな環境づくりをして、早く取り付いていただきたいということを要望い

たしておきます。 

以上、先ほどお尋ねいたしました支所機能についての何点かをご答弁い

ただきたいと思います。 

◯松 浦 議 長  ただ今の山本議員の質問に対して答弁を求めます。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長  支所の問題でございますが、まだ１年を経過しておりませんので、いろ

いろ課題があることは承知をしております。したがって、１年の経過を踏

まえて改善すべきところは改善していくようにしていきたいと思います

し、今一律２２人ということになっておりますが、やはり人口の多い、少

ないのそれぞれ支所がございますので、そこらの人員のバランスも考えて

いく必要があるんではなかろうかと、このようにも考えておるわけでござ

います。 

出納事務の問題については、支所長会議でも度々意見が出ております。

農協は、これは指定金融機関を受けてもらっておるわけでございますので、

農協は農協なりのやはり指定金融機関としての責任が当然果たしていた

だかなくてはならないわけでございますが、特に税金をですね、振替納税

をお願いしとるんですが、どうしても現金を窓口に持って来られる方があ

るんで、その出納事務をどうするかという問題もあるわけでございます。

これも毎日毎日税金が来るわけではございませんので、時期によってはそ

ういう時期があると、こういう問題がございますので、そこらも今後どの

ように改善していくかというのは、支所長会議でも十分今まで課題が出て

おりますので、今後改善に向けて検討させていただきたいと、このように

考えております。 

向原駅ビルの問題については産業部が中心になって話を進めておりま

すので、もちろんこれは支所もいろいろご協議を賜って、協力を賜らにゃ

あいけんところがあるわけでございますが、取りあえず産業部長から今ま

での経過について報告をしていきたいと思います。 

◯松 浦 議 長  答弁を許します。産業振興部長、清水盤君。 

◯清水産業振興部長  議長。向原駅ビルの経過につきましては、先ほど市長の方がご答弁を申

し上げました。現在の取り組みの状況でございますが、少し市長の方から

も触れておりますが、現在平成１５年の４月以降におきましての利活につ

いて、これまでの経過からしますと向原町商工会を中心としながらの利活

計画への取り組みということで、現在支所、それから産業振興部を含めま

して、取り組みをさせていただいております。ただ、この１階部分に相当

します地場産業振興センターそのものにつきましては、現段階では地域振

興会の活用というようなご意見もいただいております。こういった意味か

らしますとやはり地域の皆さんの積極的な活用、アイデアの提案というよ

うなものがですね、非常に必要になってこようと思います。そういった意

味では地元の商工会さん、あるいは地域振興会の皆さんを中心としながら

ですね、今後の有効的な利活用については十分検討をしていく必要があろ
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うかと思いますし、そういった下支えを、支所あるいは産業振興部の方で

は十分に対応させていただきたいというふうに思います。できるだけ今年

度中に一定の方向を出させていただくようなかたちで、取り組みを進めて

いきたいと考えております。どうか地元議員さんにもですね、是非ご意見

をいただきながらですね、有効的な活用に努めて参りたいというふうに思

っております。どうぞよろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長  これで答弁を終わります。再々質問はありませんか。 

◯山 本 議 員  はい、議長。 

◯松 浦 議 長  再々質問を許します。山本三郎君。 

◯山 本 議 員  支所機能の方についてですが、先ほど市長もそれぞれ経過を踏まえて見

直しをするというご答弁をいただいておりますので、あまりしつこくは申

しませんけども、一応２２名の体制というものも実際に各支所の業務の窓

口で果たしてそれでいいのかどうかというのも、ひとつ今度考えてもらわ

ないと、私はあくまでも２２名体制でいくんだということでないように、

私はしていただきたいと思います。特に向原の方の市民生活課はですね、

その中の福祉係はですね、保健師が２人を含めて４人の体制でやっておる

ということで、それは非常に皆さんもご承知のように福祉という中身は、

もうものすごく幅広い、それぞれ育児の問題から老人保健の問題から、い

ろいろなたくさんの問題を抱えておる、これが支所の一番窓口業務で多い、

私は業務と思っておりますので、そこら辺のことも十分踏まえた上で見直

しということを、しっかり１７年度には対応していただきたいことを付け

加えさせていただきます。 

駅ビルの複合施設の１階部分、これにつきましてはいろいろ前向きな答

弁をいただいております。是非いろいろ地域の声も吸い上げたり、そして

行政と中心になりながら向原の駅の拠点としたまちづくりに、ひとつ力を

行政の方も一層加えていただきたいということを要望しながら一応私の

質問を終わります。 

◯松 浦 議 長  はい、答弁は要りますね。 

◯山 本 議 員  はい。２２名体制のところをお願いします。 

◯松 浦 議 長  ただ今の再々質問についての答弁を許します。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長  今のご要望は十分受け止めて検討して参りたいと、このように思います

が、支所でどの程度の仕事をしておるかという問題が先ほどの意見のお話

しによりますと、全部今までの福祉の仕事はあそこでしとるような感じを

受けたんですが、そこはちょっと私も事務の流れをよくわかりませんので、

ちょっと整理をさせていただきたいというように思います。 

◯松 浦 議 長  引き続きまして、質問の通告がありますので、発言を許します。 

１２番、金行哲昭君。 

◯金 行 議 員  金行でございます。私は通告のとおり大枠３件、県道２１２号線整備、

小原地域経営体基盤整備事業、公共施設による水洗化について大枠３点質

問させていただきます。 

まず、県道２１２号線の件でございますが、今朝午前中に同僚の明木議
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員の方からも２１２号線いうことも出て、重なる部分もありますが、これ

は重なる部分は非常に小原地域にとって拙劣な歩道、橋の改良いうことで

市長さんもご理解をしてお聞きください。危ないということでございます

ので、重なる部分はお許しください。 

国道５４号線から吉田大橋へ渡る下小原へ入る県道２１２号線がござ

います。そこは子どもたちの通学路にもなっておりまして、また、今高齢

化に向かってご年配の方もなんぼか行き来されて、非常に危ない危険な状

態が私そこらをよく自転車で歩いたり、土曜、日曜にはランニングしたり

するのに非常に危険な地域で、｢ひやり｣｢ハッと｣ということもございまし

て、危ないないうことで、その人たちの地域の人たちもここは危ないから

歩道はどうにかならんのかいうご意見もたびたび聞いております。それに

準じまして、県道下法恩地から下小原線とありまして、その２１２号線へ

入る道で落合橋というとこがありまして、非常に入るとこが狭うございま

して大型が来る時に、また小型とすれ違う時に危険箇所で年に２、３回の

接触事故も起こっとる地点でございますので、ここらを言うて市長も、｢あ

こじゃの｣いうてピンとこられないと思いますが、是非現場を見られまし

て、｢ここは危ないの｣いうことを確認されますので、一応見てもらって県

の土木の方へ働きかけをして、事故は何遍かあってますが、人身事故があ

っては遅うございます。そこらを確信をして見てくださってそこらの見解

をお聞きしたいと思います。それがまず１点でございます。 

次に２点目でございます。これは私が６月の定例会でも言わせてもらっ

たことです。小原経営体基盤事業についてでございます。この事業は、は

じめは担い手育成基盤事業で県の方が指導してスタートしましたが、県の

方の方針でハードルが高くなって、採択条件が非常に厳しくなって地域に

また戻ってまいりまして、今現在の小原経営体基盤整備というものになり

ました。だが、地域のものはほ場整備をしなくてはいけないという強い意

志がございまして、下小原、上小原で約１７２くらいの戸数、延べで５０

ヘクタール少々の分でいろいろな条件も、ハードルも高くなったんですが、

まあみんなということで本年の７月に設立総会をしましてやることにし

てもらって、この秋からやるいうことでやっとるんですけど、その地権者

と私がいろいろ話をする中で、下小原の方の工事はこの秋から始まるんだ

が上小原の方の工事はいつから始まるというスケジュールへ、工事計画が

はっきり出ていないというご意見がでております。そこらの方が地権者に

とって、非常に不安なわけとなっております。そこらのスケジュールをき

しゃっとその地権者または、その市民に、地域に報告する。何月から工事

を始めて何月に大体終わる。今度は第二期工事は何月からやって何月に終

わると説明する義務があるということを、ここらである人が全部というん

ではないんだが理解していない。そこらの点をどうスケジュールでなっと

るのか。それを詳細にちょっと報告をしてもらいたいと思います。これは

市長が分からなかったら担当部長の方で、きちっと明快なそのとおりにな

れとは言ってませんが、どのような方向で進んでいくんかというのを、ご
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存知のようにみなご年配でございます。｢１０年先やっても仕方がないじ

ゃろうよ｣｢わしは生きとらんかも分からんよ｣という意見が出ております。

これを明確にちょっとお示ししてもらいたいと思います。 

次に３点目でございます。これは公共施設の水洗化のことでございます。

どの地区、この地区とは申しませんが、非常に我市はいろいろなスポーツ

施設、公共施設等々をたくさんあちこちにございます。私がいろいろそこ

でスポーツ関係などに行って、スポーツや仕事で水洗化がなってない箇所

が多うございます。安芸高田市ばかりではございませんが、安芸高田市が

今から伸びようとするならスポーツ施設、集会所等々の水洗化。今日もハ

ードいうことでお金が要るということで、市長さんもいろいろ苦心をされ

て答弁をされておりますが、これは水洗化というのは環境を良くするため、

衛生面、またお客さんをお迎えするのに最低な条件だと私は心得て、これ

はいろいろな下水か公共下水へ、集落排水、特定環境排水いろいろござい

ますが、それらは知恵を出して担当課と話をしながら早急にやって、そう

いう環境面でして、これは若者が入る人口問題等々も関わることで、早急

にこの問題、今からも１７年度の予算もございます。そういうものの中へ

是非入れて考える必要が大だと考えますが、市長はどのように思われてい

ますかお聞きします。この３点でございます。 

後、市長の答弁によっては自席で再質問をさせていただきたいと思いま

す。 

◯松 浦 議 長  ただ今の金行議員の質問に対して答弁を求めます。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長  議長。県道２１２号線の整備でございます。ただ今の金行議員さんのご

質問にお答えいたします。まず、この県道２１２号線、これは吉田口停車

場線というんではなかろうかと思いますが安全で快適な地域づくりを進

めるために道路の拡張及び歩道整備を行い、交通事故から市民を守ること

は非常に重要なことと考えております。このために毎年開催されます県道

事業に対する事業打合会において、旧町ごとに課題を集約をいたしまして、

広島県芸北地域事務所建設局の吉田支局に対し、予算要求を含めた要望活

動を行っておるところでございます。しかしながら、県において、ご存知

のとおり、予算の制約上、交通量などによる優先順位を定めざるをえない

状況にあり、ご質問にございます県道２１２号線、一般県道吉田口停車場

線につきまして、事業の実現化が未だに図られてないのが実態でございま

す。今後とも地域内の県道関係事業費の増額と、ご質問いただきました路

線の整備、昇格を他の路線と併せて、あらゆる機会をとおして強力に要望

して参りますので、ご理解を賜りたいと思います。 

それから、ほ場整備の問題につきましては、これは担当部長の方が経過

を詳しく説明をさせていただきたいというように思いますので、ひとつよ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

それから公共施設についてのご質問でございます。本市におきましては

市民生活の基盤となります環境整備の柱といたしまして公共下水、特別環

境保全公共下水、農業集落排水、小型合併浄化槽整備事業などの汚水処理
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事業を、合併前の旧町から引き続いて推進をいたしており、地域差はござ

いますものの、その整備地域も現在拡大しておるところでございます。議

員ご指摘のとおり、その整備区域内には集会所や体育施設などの各種の公

共施設を設置しており、下水道等、工事完了区域内におきましては、各汚

水処理施設への接続、または浄化槽の設置によりますトイレの水洗化を進

めていくよう、考えておるところでございます。また、水洗化への実施時

期につきましては、工事の進捗状況との兼ね合い、さらにこのことには多

額の財源を必要といたしますので、随時計画的に取り組みを進めて参りた

いというように考えておるところでございます。 

◯松 浦 議 長  答弁を求めます。産業振興部長、清水盤君。 

◯清水産業振興部長  議長。それでは下小原地区の経営体育成基盤整備事業についてのお答え

を申し上げます。ご質問の中にもございましたように、６月の定例会でも

同内容のご質問をいただいております。地域の地元の皆様には非常にご心

配をおかけをしておることと思います。ご存知のように、非常に国の財政

の厳しい状況が続いておる中でというようなことでございます。事業の当

初、担い手での着手でございましたが、経営体育成基盤整備事業への変更

ということでございます。国の方の制度の変更によりまして、こういった

事業種目の変更というような状況にもなってきております。確かに担い手

育成基盤整備事業に比べますと、少しハードルが高い事業になってきてお

ります。ただ、この事業の目的からしますと、やはり現在の中山間地域に

おける農業の振興あるいは農地の保全を持続的に展開をしていくという

ことから考えますと、こういったひとつのハードルをクリアすることによ

って、地域の農地保全につながっていく、地域の農業振興につながってい

くということになっていくんではないかというふうに思っております。 

事業の計画でございますが、６月にもお答えを申し上げておりますが、

今年度着手しまして、全体的には２３年度の完了ということになっており

ます。ただ、事業の採択の状況が１期、２期と２つの採択のかたちで事業

申請がなされております。まず１期につきまして、今年度着工して参るわ

けでございますが、１期につきましては下小原工区から着工をする予定で

現在事務を進めております。今年度につきましては、事業費は３千万の事

業費で約５ヘクタールの基盤切り盛りに入っていく予定でございます。非

常に厳しい予算の中での県としましても早期完了を目指していくという

一つの手法の中で、１期、２期の２つの工区に分けての事業採択へ持って

いく手法を取っております。ご存知のように長期にわたります事業につき

ましては、今年度におきましても県の方で事業の再評価委員会等の検査も

入っておるような状況でございます。短期間の中での事業完了を目指して

いくということで、２つの事業採択での手法を取らせていただいておると

いうのが現状だと思います。 

いずれにしましても、順次地域で工事の着工についてはご決定をしてい

ただいておりますので、これに基づいてそれぞれ事業を進めていくという

ことになりますが、ただ、予算の獲得には県も努めてくれておりますが、
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やはり地元の受入れ態勢、事業着工へ向けた地元調整をやはり順調に進め

ていくということが、ひとつの大きな地元にとってはですね、要件になっ

てこようと思います。具体的に申しますと、繰り越し、繰り越しを重ねて

いくと、どうしても予算の付きも悪くなりますし、いつでも着工できる体

制を地元としては取っていきたいということで、県の方の市の方も改良区

共々ですね、そういったことでこの事業には取り組んでいきたいと考えて

おります。よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長  再質問を許します。１２番、金行哲昭君。 

◯金 行 議 員  はい。今県道２１２号線のことですが、橋の拡張工事等々は今日、明日

といって、はいできるというものでもありませんが、そこらは市長、橋は

狭いということは、今度見てもらえば分かると思いますし、ご理解もいた

だいとると思うんで。歩道の分はですね、地権者は気持ちは良くではござ

いませんが、土地はそれなりに私も、それから同僚議員も、それから甲田

町の議員もおりますので、一緒にご理解を求めに参りますので、そこらは

ご心配なく進めて下さい。私も一生懸命、また同僚議員とも一生懸命やり

ますので、そこらを認識した上で県の方へどんどん申し出て下さい。 

それと、今部長が言われました１６年から１期工事をすると。２３年で

すか、これで終了というか、１期工事１６年と、この２期工事の小原、大

体目安としていつから入るんですか。それをちょっと分かれば。いろいろ

予算の関係上と言われますが、大体いつごろから工事があがるというのを

ね、やっぱり教えてあげにゃあ駄目でしょうと僕は思いますよ。そういう

ことで、ちょっとお聞きします。 

◯松 浦 議 長  ただ今の質問に対して答弁を求めます。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長  ２１２号線の問題でございますが、歩道等については用地は任せとけと、

こういうありがたいご意見を賜りましたんで、我々も努力をして参ります。 

◯松 浦 議 長  引き続き、産業振興部長、答弁を求めます。清水盤君。 

◯清水産業振興部長  はい。はっきりと年次計画を示せということでございますが、具体的に

は本日ここで申し上げることができませんが、一番ご心配をなさっている

のは受益者のほ場整備参加者の皆さんだと思います。全体的な年次計画に

ついては、理事会役員等でもですね、今後検討、協議をしながら、ある程

度の受益者の皆さんにご安心をして参加をしていただけるような内容で

ですね、ご説明を機会を設けて申し上げたいというふうに思いますので、

よろしくお願いします。 

◯金 行 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長  再々質問を許します。１２番、金行哲昭君。 

◯金 行 議 員  はい。今部長でこれ以上言いませんが、委員会等々でそういうもんをで

きるだけね、目安が立つように、ご年配の方が殆どお金を出されるんです

から、そこら、ただでやってあげるんではないんですから、そこらをお示

し下さい。今日はそう言うても出ないということはわかっています。 

それと、市長回答は要りませんが、公衆便所の件ですね、公共施設の。

これはやっぱり各家に行っても玄関とトイレと言うぐらいで、安芸高田市
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にお客さん来られても、そこの地域とトイレということもございますので、

観光客が来られても、スポーツ関係が来られても、やっぱりトイレが綺麗

になっとってまちが美しいということもございますんで、そういう認識を

持ってどんどん今からの政治を行って下さい。以上でございます。ありが

とうございました。 

◯松 浦 議 長  この際、１５時１５分まで休憩をいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後３時０４分 休憩 

午後３時１５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長  休憩前に引き続きまして、再開いたします。 

引き続き質問の通告がございますので、発言を許します。 

２番、秋田雅朝君。 

◯秋 田 議 員   ２番秋田でございます。よろしくお願いいたします。午前中、午後３名

の議員さんの全般的な１７年度予算についての質問、答弁がございました

が、私は通告いたしております基幹産業であります１７年度農林水産業の

予算編成について重点施策等、基本的なお考えについて１点お伺いいたし

ます。政府は来年度予算を一般会計８２兆円弱の圧縮予算で調整に入り、

歳出予算においては三位一体改革の補助金削減を前倒しして実施するこ

とで一段の削減がすすむと思われる現況の中、政府予算案、農林水産関係

予算が３兆円を割り込む公算が強まっております。来年度も改革断行予算

として歳出を絞り込む路線を続けることに加え、三位一体改革に伴う補助

金削減がひびいており、３兆円割れは１９７７年以来２８年ぶりの農政縮

小姿勢を現わすものであり、今回の三位一体改革で補助金２５０億円を２

００５、６年度に地方へ移譲するなど農水予算の削減圧力が加わったため

と報じられております。また、農林水産関係予算は４年連続削減で、１９

８２年度のピーク時の一般会計占有率の７.４パーセントから３.７パー

セントへ半減し、こうした予算削減の姿勢が、農業、農村の衰退を加速さ

せている一因といえるとも記してありました。こうした厳しい状況の中、

農水省は来年度予算の重点に担い手育成支援の拡充、品目、横断的な経営

安定対策の準備、中山間地域等直接支払等条件不利地域の振興対策を上げ、

また現在検討を進めている農政の基本方針となる新たな食料、農業、農村

基本計画では、食料自給率向上や担い手が将来展望を描ける農政展開を目

指しており、目的実現には財源となる予算確保が不可欠であり、財源が減

れば経営安定対策での担い手の絞込みが強まり幅広い農家を対象とした

資源保全対策の後退が懸念されると報じられております。補助金削減は本

市の農林業の振興施策においても多大な影響があると思われますが、こう

した状況を踏まえての本市の来年度予算編成、取り組みについて重点施策

と基本的なお考えをお伺いいたします。なお、最質問は自席において行わ

せていただきます。 

◯松 浦 議 長  ただ今の秋田雅朝議員の質問に対して答弁を求めます。市長、児玉更太
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郎君。 

◯児 玉 市 長  秋田議員のご質問にお答えをいたします。来年度の農林水産業の予算編

成の基本的な考え方というお尋ねでございます。 

議員ご指摘のとおり、国における財政の状況は大変厳しい状況にござい

ます。さらに県におきましても上乗せ補助や単独補助のカット、あるいは

削減が続くものと思われます。あらゆる国県補助事業は、すべての面にお

いて厳しい内容になりつつあるわけでございます。しかしながら、農業の

持続的な発展と農地保全を行うには、まず農地の基盤の整備はどうしても

欠かすことのできないものでございます。現在事業実施中の地区や、今後

どうしても必要な地区につきましては、早期の事業完了に努めて参りたい

と思います。 

次の農畜産物の生産については、米の改革に象徴されるように、売れる

米作りが求められており、いわゆる消費者ニーズに即した農畜産物の安定

供給が必要になってきております。しかも農林省の政策そのものは、大型

農家の育成と、こういう大型農家に焦点を当てた今後農業政策をするとい

う方向が出ております。これはやはり外国の農産物に対抗していくための

措置であろうというように思いますが、しかしこのことが実際に実施され

ますと、特に内地の中山間地の農家というのはほとんどが零細農家でござ

いますので、この国の政策からこぼれてしまうと、こういう問題が出てく

る可能性があるわけでございまして、特に中国地方というのは中山間地の

零細農家が多いと、こういうことで、我々も農業団体も挙げて、やはり中

山間地に日の当たる農業政策をと、こういうことを主張しておりますが、

国の体制はやはり外国との農業の対抗という視点に立った大型農家の育

成ということを考えておるような、非常に厳しい状況でございます。そう

いうことで、米改革に象徴されるように売れる米作りが求められており、

いわゆる消費者ニーズに即した農畜産物の安定供給が必要となってきて

おります。したがいまして、基幹作物であります米につきましては、こだ

わり米とか、あるいは契約栽培の拡充にさらに取り組んで、売れる米、特

色ある米、そういう方向でさらに一層取り組みを強化していく必要があろ

うと、このように考えます。 

また、農業従事者の担い手の育成になります、個人、集団の育成のため

に効率設計への支援を行います。さらに農畜産物の安定供給と生産意欲の

向上を図るため、有害鳥獣対策に取り組んで参りたいと思います。こうい

う問題も非常に大きな課題で、今あるわけでございます。 

森林整備につきましては森林の有する多目的機能の発揮を図るため、今

は国の政策も木材に重点を置くよりか、森林の環境的な評価をしていくと

いう方向になりつつあるわけでございます。そういうことで、多目、多面

的機能の発揮を図るため、森林整備事業計画に沿って関係団体と事業推進

を図って参りたいと、このように考えておるところでございます。 

なお、また詳細につきましては担当部長の方からもお答えをしていきた

いと思います。 
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◯松 浦 議 長  これで質問の答弁を終わります。秋田議員、再質問がありますか。 

◯秋 田 議 員  はい、議長。 

◯松 浦 議 長  ２番、秋田雅朝君。 

◯秋 田 議 員  はい。先ほど来、農業全般にわたっての市長さんのお考え等、お伺いし

ました。私は１点米の方で詳しいご質問をさせていただきたいと思うんで

すが、先ほど来ございました国の政策としてですね、やっぱり一番ネック

になっているのが大型農家の育成ということで取り上げられていると思

うんです。その中において、育成についてのことを考えていきますと、や

はり一番趣を置かなければならないのは担い手の育成だと私は思ってお

ります。そうした中で、担い手の育成についてですね、新市建設計画の中

では農業の振興というかたちで担い手の確保や、新技術の導入などを支援

するために、仮称ではございますが、農業振興センターというのを設置し

て、今後事業を取り扱っていくということを掲げておられます。そういっ

た中でまだ議論はされてないと思うんですが、農業振興センターについて

の現在と今後についてのご報告と、それからもう１点、先般中国新聞で中

国地方中山間地域の農家アンケートというのがございました。その中であ

ったのが、これは山口とか広島とか、皆さんご存知だとは思うんですが、

島根とかだったと思うんですが、農家のほぼ半数に農業後継者がおらず、

６割が今後１０年程度までしか農家を続けていかれないと考えておられ

るそうです。そして、それに加えて今年は長雨、それから数々の台風の上

陸等で米の作況指数も皆さんよくご存知のように中国地方は９３という

不良で、２年連続の不作というかたちで、非常に農家にとってはダメージ

が大きかったと思います。そうした中で一番問題になっている担い手不足

と高齢化、農業収入の減少で今後の問題としてですね、農家の人は苦慮さ

れてると思うんですが、そこらも踏まえた考え方をお伺いできればと思い

ます。 

◯松 浦 議 長  答弁を求めます。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長  農業振興につきましては、今まで農協の営農指導が中心になってやって

きておったわけでございますが、農協もいろいろやはり経営上の事情もご

ざいまして、かつてのような営農指導になかなか力が入らないという状況

もあります。したがって、今後は行政と農協が一緒になった農業振興セン

ター的なものをつくってですね、一緒に農業と行政が力を合わせて農業振

興をすると、こういう方向で農業振興センターをやっていくということに

なると思いますが、具体的にはまた担当部長の方から報告をしていきたい

と思います。 

また、この農家の後継ぎがおらないというのは、これはもう現実の問題

でございまして、これをそれじゃあ後継ぎになってくれと言うてもなかな

か難しい問題もあります。したがって、今後は集落営農とやはり企業的な

農家で農業を支えていくという方向が、やはり大事なことになろうかと思

います。既に向原町あたりでは、もう会社の法人が農業に乗り出しておる

と、こういう実態もありますので、そこらを今後うまく組み合わして農業
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の振興を図るということが大事だろうと思います。詳しくは担当部長が報

告をしていきたいと思います。 

◯松 浦 議 長  答弁を求めます。産業振興部長、清水盤君。 

◯清水産業振興部長  議長。それでは補足のご説明を申し上げます。仮称でございますが、農

業振興センター、平成１５年に作成をされました高田郡広域農業振興計画

の中で、位置づけをされております。このセンターの構想につきましては、

現在平成１６年度中に構想のまとめをするということで現在作業を進め

ております。このセンターの中には市の農林業振興公社がございますが、

これも取り込んだかたちで農業振興のセンター的な機能を持たせた組織

として、構想を作り上げていこうということで現在議論を進めております。

先ほど市長の方から申し上げましたが、これまでは農業指導、技術につき

ましては、ＪＡあるいは県の地域営農課を中心としたかたちでの取り組み

をこれまでしてきておりますが、ご存知のように県の地域営農課の行政部

分の組織につきましても、年々縮小の方向で現在整理がされておるところ

でございます。そういった中で、市あるいはＪＡと、これまで以上の連携

を取りまして、農業振興の部門にもですね、行政が携わっていくというよ

うな状況が生まれてくるんではなかろうかというふうに考えております。

そういった意味におきまして、農業振興センター、仮称でございますが、

このセンターの中でＪＡの営農センターとの連携をもとにした農業振興

の核としての機能を持った組織を、４月以降には立ち上げをしていきたい

というふうに現在進めておるところでございます。 

また、大型農家の育成、担い手の育成ということにもなりますが、確か

に今後の大きな課題として、これまでも各地域で取り組みをしてきており

ます。ただ、先ほどもご質問の中にありましたが、兼業農家が支えておる

部分もかなりのところがあるわけでございます。そういった中で、この兼

業農家と担い手の連携の中でですね、地域の農業振興、農地保全を取り組

んでいこうということがひとつのポイントになるんではないかというふ

うに思っております。そこらのコーディネートをするところが、現在検討

しております市の農業振興センターの大きな役割ではないかというふう

にも考えております。今後においては高齢化は進んでおりますが、元気な

お年寄りの方がたくさんいらっしゃいますので、高年齢者あるいは女性の

技術なり労力を十分活かしたですね、農業振興を図っていく必要があろう

かと思います。そういったところの具体的な取り組みについても、今後十

分に協議をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長  再々質問を許します。２番、秋田雅朝君。 

◯秋 田 議 員  はい。質問ということではないんですけども、これはお願いになろうか

と思うんですが、今言った農業振興センターについては大変農家にとって

の役割というのは重要なウェイトを占めると思うんで、早期実現を目指し

ていただくとともにですね、農家の方が何かあったときにでも、｢ああ、

もうやめた｣というようにならないような施策的なものはしっかり行政と、

先ほどもありました農協等と支援、あるいは私たちも含めてですね、しっ
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かり協議した施策を進めていただくようにお願いして私の質問を終わら

せていただきます。 

◯松 浦 議 長  本日の日程は、都合により以上で終了し、次回は明日午前１０時から再

開いたします。 

本日はこれにて散会いたします。 

ご苦労さんでした。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後３時３３分 散会 
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上記会議次第は事務局員の記載したものであるが、その内容が正確であることを証する

ためここに署名します。 
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